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厚岸町議会 平成２１年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成2１年９月30日

午前10時26分開会

●委員長（竹田委員） ただいまより平成21年度各会計補正予算審査特別委員会を開会し

ます。

初めに、議案第60号 平成21年度厚岸町一般会計補正予算を議題とし、審査を進めて

まいります。

第１条の歳入歳出予算の補正、８ページ、事項別明細書をお開き願います。

第１条の歳入歳出予算の補正。

１０ページ、歳入から進めます。

進め方は、款項目により進めます。

10款１項、１目地方特例交付金。

２項１目特別交付金。

15款２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金。２目民生費国庫補助金。８目教育費国

庫補助金。

16款道支出金２項道補助金、１目総務費道補助金。２目民生費道補助金。３目衛生費

道補助金。４目農林水産業費道補助金。７目教育費道補助金。

18款１項寄附金、１目一般寄附金。４目衛生費寄附金。

20款１項、１目繰越金です。

21款諸収入６項、３目雑入。

12ページ。

22款１項町債、８目教育債。10目臨時財政対策債。

以上で歳入を終わります。

歳出に入ります。

14ページから進めます。

１款１項、１目議会費。

16ページ、２款総務費、１項総務管理費、10目企画費。

２項徴税費、１目賦課納税費。

３項、１目戸籍住民登録費。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 前に議員協議会でご説明もいただきましたし、今回、私、一般質問でも聞い

ておりますので、大体のところは理解したつもりでおります。ただ、お聞きしていく中

で、逆に新たなそうなのかなというような疑問が出てくるところもありますので、一、

二お聞きしたいと存じます。

理事者側のご説明は、最終的には本来、国が自分の金でやるべきものだという理屈は

そのとおりなんだけれども、現実において、これは町が自前でやるより仕方ないことだ
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と。理屈はともかく現実論として、こうじゃないかというふうな結論だったように思わ

れます。

それでちょっと、一、二、この電算化が非常にいいことでバラ色なのだと、要するに

メリットがたくさんあるけれども、デメリットというのは金かかるぐらいのものだとい

うような話があったんですが、ちょっとそれには私自身も疑問のあるところがあります

ので、一、二、指摘をしたいと思います。

それは、文字の問題なのです。文字は大体４万3,000字ぐらいを戸籍文字として現在登

録して、それに合わないものはその中に突っ込んでしまう。例えば、これは恐らく戸籍

文字の中に入ってますでしょうが、人の名前例に挙げるわけにいかないので、私の名前

を例に挙げますと、私の室﨑の「﨑」の字は山偏に大と書かないで、山偏に立つと書き

ます。１画違うのです。﨑の字でもこれだけで二つあるのです。実は私の祖父の戸籍を

見ますと、山の字は上に上がっています。これで﨑の字３文字になります。こうやって

いきますと、﨑という１文字も教科書に出てくる字は１文字しかありませんが、実際に

。 。は10文字できかないだけあるかもしれません 全部調べたわけでないのでわかりません

そういうふうにワタナベの「辺」という字なんかになったら幾つあるかわからんです

ね、そういうものをある程度の枠の中に全部突っ込んでしまう。そして、私の字はそん

な字じゃないんですというふうに異議の申し立てをした人は、これを事故簿というとこ

。 。 、ろに放り込んでしまいます こういうのが今回のやり方なんですね これは国のほうが

こうしなさいと言っているわけで、厚岸町だけが考えてやったわけではないんですよ。

そうすると、あなたの名前異議申し立てすると事故簿に入って、一般の扱いから変わり

ますよと言われたら、そうしてくださいとなかなか言えないですね。

それから、もっと特殊な場合がありますね。私が、自分の仕事が人様の名前を紙に書

くようなことが多いものですから、いろいろなものにぶつかりますが、その中にあえて

お名前言いませんが、どうやっても読めない字がありました。それでお聞きしました。

そうしたら、この方は、私の先祖が織田信長に滅ぼされたと。そのときに家臣である私

の先祖は、家の再興のために、家の再興のキーワードになるものを苗字の中に入れたの

だ。そして、この上のほうの字とこの字をくっつけるとこういう意味になる、これとこ

れをくっつけるとこういう意味になる、それが何とか家再興のキーワードなのだという

ようなことをおっしゃってくださいました。こんなものも異議を申し立てれば、恐らく

事故簿に突っ込まれるでしょうね。ということは、その人にとってはかけがいがないの

ですね、そういうもの、こういうことが１点あります。

それからもう一つは、私は余り詳しくないのですが、風見しんごさんがというタレン

トがいるそうです。この方の娘さんが、この前、交通事故で亡くなりました。それで保

険か医療関係の何かでもって、戸籍謄本を請求したのですね。そうしたら、そういう名

。 、前の方は戸籍の中にありませんと言われた すなわち電算化をする前に亡くなった方が

戸籍簿に出てこないのですね。今、動いているものしか載せませんからね、基本に、電

算化した場合、登記簿でも何でもそうです。

それで、その時の自分の子供の存在そのものを否定されたその痛みというものは、他

人にはわからないでしょうと、この人が書いているそうです。そういう有名な人がブロ

グだかホームページに書くものですから、実は私も、実は私もという人がたくさん出て
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きて、今、そういうところの扱いをそうしないでくれというような運動も起きているそ

うです。

この二つが、実は同じ問題なのですね。それは何とか言いますと、事務の効率化とい

うことが優先されて、個人の尊厳ということが後回しにされている、そういうことだと

私は思います。これは本質論です。

それで、その意味から、実は私は一般質問のときの答弁の中に、重大視せざるを得な

いものがあるわけです。それは私のほうでは、もうちょっと低俗な意味で実は質問した

のですけれども、いろいろな記載が落ちてしまうので、１通で証明ができなくなってし

まう、だから前のを取らなければならない。それを専門家は原戸籍というのだそうです

が、正式には改正原戸籍という、それで原というと現在の現と間違えてしまうので原戸

籍というらしいのですが、それを取ってください、そうすればわかりますからというこ

とになります。もちろん有料です。だから１通で済むところが２通、２通で済むところ

が３通ということが起きるじゃないかということを言ったときに、答弁では、記載が少

なくなるということは、個人情報保護のためのメリットですと、こういう言い方をなさ

いました。恐らく国のほうから来る教科書には、そういうことが書いているのだろうと

思います。

しかし、今の何とかいうタレントの人が書いているような立場の人に、面と向かって

こういうことが言えますか。やはり行政の非常に不遜尊大な、自分に都合よく事実関係

をつくりあげてしまう趨勢がこういうところにも出ているというふうな誤解を受けては

。 、 。 、困るわけです これについては もう一度きちんとした説明をしてほしいのです まず

その点についてお願いしたい。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたします。

質問者がおっしゃる文字の関係でございますが、おっしゃったとおり、本人がどうし

てもその文字を使いたいということであれば、本人が異を唱えるということで、事故簿

。 、 。ということで和紙原本の戸籍ということになります これは そのとおりでございます

その際、やはり個人の尊厳にかかわるような問題があるというお話でございます。その

お話聞いた段階におきましては、私も、それを否定するものではございません。ただ、

質問者がおっしゃいましたとおり、基準というものの中では、どうしてもそういう取り

扱いになるということであります。そうではないということでは、私のほうではお答え

はできません。私自身もやはり同じく感じるところはあるところであります。

それともう一つ、電子化された戸籍の中では、それを要求する内容が現在の戸籍の中

では記載されているものも、電子化された場合には記載されないと、それがために２通

を必要とする場合が出てくるということは、前に私のほうで申し上げましたけれども、

確かに先ほどの個人の尊厳にかかわる問題もございますけれども、それは否定するもの

ではございませんが、私が申し上げたかったのは、例えば戸籍謄本を提出する際、提出

先は必ずしも戸籍に書かれている内容すべてを必要なわけではありませんが、戸籍謄本

を取ってしまうと、どうしてもそういう必要のない記載まで知らせてしまうと。そうい
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う部分において、今回の電算化の場合は配慮ができるのではないかという旨の考えで申

し上げたわけで、当然、質問者がおっしゃるような部分のご心配もあるのだろうという

ふうには私自身は考えております。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 お前の言うとおりだとは立場上言えないので、大変苦しい答弁をしていると

いうことなので、それ以上は言いませんが、こういう問題があるのだということですよ

ね、バラ色ではないのですよ。結局、事務の効率化というもののためには、切り捨てら

れるものがあるということですね。

それから、もう一つお聞きしたいのですが、これは本質論なんですが、私は法定受託

事務というのは国が本来やるべき事務だろうと、それがあれは１号法定受託事務、２号

法定受託事務というふうに分かれてますね。１号法定受託事務というのは国の事務です

、 、 、 、よね 戸籍事務は１号法定受託事務ですね それは本来 国の果たすべき仕事であると

それを法律や制令に基づいて地方公共団体がかわりに処理するということだ。そういう

ふうにされた事務は、地方公共団体の事務であることにおいて、自治事務と同じとされ

ているのだから、現実的にまた国がすべて管理しているわけじゃないんだからというこ

とを自前で電算化することの理由として挙げているのですけれども、これはちょっと私

にはわからないのですよ。

要するに、法定受託事務だからって固有事務と差別して、そっちはいいかげんな扱い

してはいけません。そういう意味でならよくわかる。また、現実に町が行う以上は、法

定受託事務であろうと固有事務であろうと同じようにきちんとやらなければならない、

これはそのとおりなのですよ。でも、そのことと電算化を自前でやらなければならない

ということが、どうして同列になるのか、この点についてもお聞かせをいただきたいの

です。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 法定受託事務の考え方と、実は今、現実に窓口で行っている

事務、その関係を単に地方自治法の解釈の中で申し上げますと、そのようなことが言え

るということでありまして、実はそれがすなわち戸籍電算化は、だから町がやらなけれ

ばならないのだというふうには、直接的な結びつきとしては考えてございませんが、た

だ、現実問題として質問者がおっしゃるように、実際の窓口は私たち事務を取り扱う人

間もそうですし、それからお客様もそうですが、そういう判断区分はしません。その中

では、私どもお客様の利便性、それから事務の効率化、この両方を考える中で町で進め

ていく必要があるだろうというふうな考えを持って、お答えさせていただいたものでご

ざいます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。
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●室﨑委員 くどくは言いません。要するに、事務を効率化して、なるべく住民サービス

をしなければならないという意味では同じなのですと言っている意味であって、その基

礎になる戸籍原簿を電算化しなければならないところを、自前でやらなければならない

という理由にはならないということですね、これは明確にお答えいただきたい。ですか

ら、どこまでいっても厚岸町が自前でやらなければならない理由というのは、理屈の問

題ではないと、こういうことになるわけですね。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 確かに、法定受託事務、町がお金を出してすべてをやってい

かなければならないということになれば、問題になろうかと思います。そういう点でい

きますと、当然、戸籍事務につきましてもそのことをもってやらなければならないとい

う認識ではなく、現実問題として、これから全国的に進んでいきます。そこの中で取り

残されて、住民サービスの格差が生じないようにする、そのようなことを考えますと、

町としてやらなければならないというふうに考えている次第でございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 どこまでいっても基本的な考えの出発点が違いますから、このあたりでやめ

ます。それから、もう一つ言っちゃうと、戸籍電算システムそのものの枠を超えた話に

なってしまいますので、それもやめます。

それで、結局は7,600万円かけてこれをやるということは、国のほうでは努力目標とし

てやれというふうに出しているわけですよね。それに従って、各自治体が理屈はともか

くということでやってきたと、だからひざを屈するより方法はないのだと、その圧力に

対してということですね。

それから、例えばいろいろな理由が挙げられていましたけれども、古い戸籍簿なんか

が紙が風化してくるというか、手づれやいろいろなものでもって破れかかっていると。

これについてはちゃんと、新しく編綴し直すという制度もあるのですけれども、そうい

うようなことをしたり、あるいは古いもの、もう動かなくなっている除籍簿なんかだけ

を例えばコンピューター化して、映像でもってぽんぽんと見れば紙を一々使わなくても

いいとか、いろいろな方法はあるのだけれども、そういうものは国のほうはうんと言わ

ないわけですね。そして今回のように、全面的に多額の金をかけて、そしてこういう貧

乏町村がやらなければならないのだというのが現実なのだと、これはどうにもならない

のだと、こういう発想でことを進めていると、そういうことなわけですね。現実問題に

、 、は簿冊でもできるのだけれども そんなことをやっていたら国のほうがいい顔しないと

そういうことですね。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 戸籍を電算化するということは、今現在の戸籍を電子化する
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ということでございます。それは国が決めた基準にのっとってやらなければならないと

いうことであります。古い原簿を引き直す際、これは前にも何かの機会に申し上げたか

もしれませんけれども、実は転籍をしてくる、それを作成するというときには、電子化

された戸籍を現在の戸籍、和紙原本に引き直しするということになれば、新たな作業が

出てきます。そういった中では、これからの戸籍の管理の仕方として、かなり難しくな

るだろうというふうには考えてございます。

また、いろいろな実は戸籍の事務処理の中では、今までも作業方法としてはタイプラ

イターに代えたり、それから釧路市などが簡易的な戸籍電算化システムを取り入れてい

、 、 、た例もありますが それらとて最終的には使えなくなるというような状況の中では 今

何度も言いますが、全国的に広まってございます戸籍電算化の国が定めた基準の中での

戸籍原本をつくっていくという方法にいかざるを得ないというふうには考えてございま

す。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

戸籍住民登録費、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、４項選挙費。３目町長選挙費。

12番岩谷委員。

●岩谷委員 ここでちょっと、選挙時の看板等についてお尋ねしてみたいと思います。

これは、看板は直営、あるいは民間で設置するようになっておりますか。

●委員長（竹田委員） 総務課長補佐。

●総務課長補佐（木村課長補佐） お答えします。

看板については町内の建築業者さんに、普通工事発注と同じく指名選考で選考いたし

まして、入札で発注しております。

●委員長（竹田委員） 12番岩谷委員。

●岩谷委員 それでは、この設置場所についても、これは町の指定、それとも業者が立て

るのですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時49分休憩

午前10時50分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

総務課長補佐。

●総務課長補佐（木村課長補佐） 看板の設置場所ですけれども、事前に選対職員が現地

を調査しまして、なるべく官公庁の敷地内を選定しますけれども、どうしても地区的に

民地をお借りする場合は、そこの土地の所有者の方にお話をして、承諾をして選定して

。 、 。おります それで各投票区ごとの指定場所を一覧にしまして 業者には示しております

●委員長（竹田委員） 12番岩谷委員。

●岩谷委員 といいますのは、実は湾月町の自治会館の朝儀跡という史跡のある場所あり

ますね、そこに実際立っているという部分で、厚岸町は歴史の発祥の地としても大変有

名だということで、ちょうど史跡の立っている前に看板を設置したときに、それが全然

見えないと、おかしいんじゃないかと。そういう指摘が町民のほうから上がったもんで

すから、実はこれを今お尋ねしたわけですけれども、別にどうのこうのじゃなくして、

やはりあの場所については史跡があるんであれば、管理は町のほうでしていると思うの

ですよ。それで前には、朝儀跡の史跡については、草刈りも十分になされてあったのだ

けれども、現在は草も伸びて相当汚い、見たときに景観が悪いという、そういうお話も

ございました。

そんな中で、もし今後、看板等を設置するに当たっても、十分注意しながら看板を立

ててやってほしいなと。町民から史跡跡については、史跡については草刈りというのは

史跡の場合は、町内にまだまだたくさんございます。でも一番見える、当然、湾月町の

朝儀跡の史跡については、目に触れるところですので、看板等設置についても十分注意

して設置していただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 総務課長補佐。

●総務課長補佐（木村課長補佐） 歴史ある石碑の前に看板を立てたということで、大変

配慮がなく申しわけなく思っております。次回からは、そのようなことのないように注

意いたしますので、ご了承いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、20ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 簡単に済ませます。

災害弱者という言葉がありますけれども、事故や災害があったときに体が不自由だっ

たり、あるいは衰えたりしていると、避難するということが大変になります。それで、

これは一般質問の時にもちょっと言いましたけれども、家庭用の火災報知器みたいのが

今、各家庭に設置義務が出てきたのですよね。いつまでにつけなければならない、そろ

そろ年限も来ているのじゃないかと思うのです。何年以内につけなさいでしたからね。

それで、ある町ではこれをお年寄りの家庭だとか、障がい者の家庭だとか、低所得者

も入っているようですけれども、そういうところに所得制限になるのかもしれない。そ

、 。 、れちょっと詳しいことわかりませんが 配付しているのですね そういうようなことは

厚岸町は考えてみたらいかがかなと思うんですが、そういう点でいかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 火災報知器の町民向けの配付のお話でございます。

私ども現行条例で持っております制度は、高齢者の方々の単身世帯、それから高齢者

のみ世帯、それから障がい者の方々を対象にしました器具の提供というものをやってお

、 、 、りまして 委員おっしゃられるように 障がい者の部分につきましては窓口対応の中で

ほとんど対象者の方には貸与がされているという状況でございます。それで高齢者の部

分につきましても、所得税非課税の方には無償で配付がされると、貸与がされるという

制度でありまして、所得税課税の方については一部自己負担もございます。１申請当た

り、２個まで貸与が可能という制度でございます。

おっしゃられますように、生活安全という立場で災害弱者の方々に対して、施策の展

開はできないのかというお話でございました。私ども今議会でも議論をいただいており

ます経済対策の交付金を利用できないかということも含めて、実は事業を組んで提出を

、 、したという経過ございますが 結果的にはもっと優先する事業も含めて精査された中で

今回は対象になっていないということでございます。それで、従来から持っております

制度の中でどう周知をし、広めていくのかという課題も別途ございますが、３カ年事業

のソフト事業の展開も含めて、今後の施策の中でさらに詰めていきたいというふうに考

えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、熱感知器と煙感知器でしたか、それは現在、高齢者世帯と障が

い者世帯に関しては既に制度があって、行っているのだということなのですね、今の話

では。こちらではこのぐらい必要だろうといううちの何割ぐらいは、既に貸与なり何な

りでもって設置されているんでしょうか。
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●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 設置数については、ちょっと数字を持ってきておりません

ので、ご了承いただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、障がい者の方

につきましては窓口対応の中で、ほぼ必要な部分が設置をされているという状況だとい

うふうに思います。そんなことで、ご了承いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 障がい者のほうについては、ほぼ行き渡っていると、高齢者のほうについて

は何割りぐらい。高齢者として町のほうで、この制度を利用してほしいと思うのは何戸

ぐらいあって、そのうちの何割りぐらいまでは普及しているというのがあると思うんで

すが、それは今、手元に数字はありませんか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 手持ちの資料を今確認しておりましたが、申しわけござい

ません。配置している数字について、数字をお示しできないことについて申し訳ないと

いうふうに思っております。

事業要求させていただいたときの数字は、単身の世帯が約600、それから高齢者のみ世

帯も600程度でありまして、合わせて1,200という数字をベースに、約840世帯程度の配付

が必要であろうということでの事業要求をしておりまして、逆算しますと、制度を利用

されている方、それから町の制度とは別にご自分もみずから購入されて設置をされてい

るというようなことも含めて、その程度の普及はされているのではないのかなという判

断の中で出した数字でございまして、実態を把握した中での数字ではないということに

ついては、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 余りくどくはやりません。ただ、高齢者の方で私の知っている方で、こうい

う制度あるのを知っている人は１人もいなかったんですよ。余り町民の中に知られてい

ないのではないかと思うのですよね。ですから、消防の方のほうから聞くと、これが設

置されていると命だけは助かる確率がすごく高くなるのだと、だからおまえの家も早く

つけろというふうに言われるのですけれども、それでやはりこういうものは皆さんに周

知して、たしかお店で買うと5,000円切るぐらいの値段だと思うのですよ。煙と熱とあち

こちつけなさいと言われると、結構いい出費になりますので、こういうような制度があ

ることで弾みがついていくと思いますので、ぜひこれは周知を徹底していただきたい。

それから、障がい者の方でも、果たしてみんなわかっているのかなというような対応

の方もいらっしゃるので、そこのところもまたよろしくお願いしたいというふうにお願
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いいたします。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご提言の内容ごもっともございまして、私どもこの制度の

普及に関しましては、実は消防署のほうの各世帯の指導も含めた実態調査というのがあ

るというふうに伺っておりまして、その際に、既に設置をされている部分につきまして

は対象にならないのですが、設置のないところについてはＰＲも含めて勧奨をお願いし

たいというような連携も、実は図らせていただいておりました。そういう意味で、今後

の中におきましても消防のほうと連携をさせていただきながら、実態を把握し、量の普

及に努めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

●委員長（竹田委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 福祉課のほうから障がい者対策ということで進めている内容で

ございますけれども、この給付をさせていただく対象者の方のリストを数年前から毎年

作成しております。年度終了時点、新しく始まる前に該当になっておりますと、ご申請

くださいというご案内を差し上げていただくということで、今年度も16件ほど利用の申

請をお待ちしているところで、順次やっておりますのでご理解願いたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 この社会福祉センターの運営費247万8,000円なのですが、これは何のための

助成金なんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答えいたします。

、 、 、社会福祉センターのトイレでございますが ２階の部分でございますけれども 現在

洋式化がなされていないということで、２階のトイレの部分に洋式化を図るというもの

が一つでございます。それから、１階にもトイレがあるのですが、事務室の横のほうの

トイレなのですけれども、和室は洋式となっておりますが、便座に座って立ち上がると

き狭いものですから、壁を広くするというそういう作業がございます。まず、トイレの

関係でございます。

もう１点は、福祉センターの非常口が１カ所事務室を通って、各会議室の廊下を通っ
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て厚岸小学校側に抜ける非常口がございまして、これ鉄のドアが経年劣化のため、さび

ついて渋くあきにくい状況になっております。これの取りかえでございます。

３点目が、福祉センターで結婚式とかやる一番大きいホールでございますけれども、

暖房用の機械がございます。暖房機でございますが、それのメンテナンスをずっとして

いないものですから、昨年、１カ所故障したという経過もあって、残りの２基をオーバ

ーホールというのですか、清掃作業をさせていただくといったことでございます。

それから、細かな部分ですけれども、トイレに戻るのですが、今、ペーパータオルで

利用者に手を拭いてもらっているのですけれども、衛生的に考えてエア、空気で乾かす

シャワーの取りつけを考えて、大きな点で５点ほどの改修工事といいますか、修繕等の

内容でございます。トイレの洋式化と壁の一部広くするといった部分ですけれども、金

額でいくと132万2,000円になります。それから、１階非常口の改修の部分が59万4,000円

となります。それから、ホールの暖房機のオーバーホールが２基分で26万2,000円になり

ます それから エアシャワー 手洗いなのですけれども ６台で30万円 合計247万8,000。 、 、 、 、

円という内容になります。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目心身障害者福祉費。

10番谷口委員。

●谷口委員 障害者自立支援対策推進通所サービス利用促進事業、これの内容を教えてく

ださい。

●委員長（竹田委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答えいたします。

まず、通所サービス利用促進事業という事業の中身でございますけれども、全道各地

に当町出身者の利用者がおります。それで自立支援法施行以来、新たな事業所ができて

きた、そこに通所するために、実は各事業所で送迎サービスの上乗せに今苦慮している

といったところです。その送迎を円滑化し、事業所を利用しやすくするための補助が、

この事業の内容となっております。事業の内容は、そのようなことでご理解いただきた

いと思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。
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●谷口委員 そうすると、これは年間これだけの送迎にかかわって必要だと、今年度の事

業としてこれだけ必要になるということで、これは本人負担はあるのですか、ないので

すか。全額この事業で送迎ができるというふうに、対象者含めて、まずくなければ教え

てください。

●委員長（竹田委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） お答えいたします。

まず、今回は補正で230万4,000円の追加という提案でございます。当初予算は20万円

の計上でございます。20万円の内容は、当初予算の内容では、平成20年度の当初予算、

まだ平成20年度では、この事業の利用見込みがわからない状況の20万円という計上だっ

たのですが、それを１年経過し、前年度もまだ利用状況が不確定な部分があったもので

すから、今年度も実は当初では道内２カ所で20万円という計上をさせていただきました

が、この事業については年度途中で北海道が全道の利用状況を調査し、利用者の市町村

に交付するという内容になっております。それが全道で７カ所ということがわかってお

ります。金額でいくと250万4,000円という金額が１年分となります。先ほどの20万円を

差し引いたから230万4,000円が今回の補正額であります。

次に、利用者負担はございません。ゼロという内容となっておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

４目老人福祉費。

10番谷口委員。

●谷口委員 ６月の議会で資料をいただいておりました。それで95人の待機対象者がいる

という資料で、昨日だったかの一般質問の答弁の中に、依然として95人待機がいるとい

うような答弁であったと思うのですけれども、その間、入退所があったんでしょうか、

なかったんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） ６月に渡しました資料なんですが、それ以降、４名

ほどの移動がございます。そのうち今現在、４名移動ありまして３名の入所されており

まして、もう１名もうすぐ入所予定になっております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 ６月の時点で50名の入所者がいましたよね、それで入所者の福祉施設として

の入所者が43名、旧措置者が７名ということで、このうちそれぞれ介護度が示されてお
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りましたけれども、どのランクの人が退所されているのか、移動されてここから人数が

減っていったのか。

それから、今回、入所された方のうち厚岸町の待機者が、どのランクの人が何名入所

されているのか、今後予定されているのか、その辺も含めてちょっと教えてください。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） まず、退所された方なのですけれども、この方々は

介護度５の方が４名退所という形になっています。福祉施設のほうです。４名です。新

たに入所される方は、介護度４の方が２名、介護度５の方が１名という形です。もう１

人、新たに入所される方は、今のところ５の方を考えております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 これはいずれも町内の方ですか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） すべて、厚岸町内の方でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 それともう一つお伺いしたいのは、６月の議会で一番下の欄に、待機年数が

６年から８年、介護度５でも２人待っているというような状況でありました。それで、

今回これが町内含めているのか、町外もいるのかちょっとわからないのですけれども、

町内の待機者の中で待機期間が大幅に長かった人が、今回の移動で入所できるようにな

ったのか、それから予定された１名の中にも含まれているのか。その辺では、今回の待

機者、新しく入所される方の待機年数等はどういうふうになっているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 大変申しわけないのですが、そこまでちょっとまだ

精査してなかったものですからあれなんですが、基本的に待機年数が長い方は、基本的

に介護度５の方ですので、こちらのほうから何度か入所についてのお問い合わせはして

いるのですが、もう少し家族のほうでみたいということで、そういう形で入所されてい

ないという状況ですのでご理解賜りたいと思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 介護度が高くて、長期にわたって待機している方が６月の段階でも、介護度
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５の人は６年から８年のところに２人いるわけでしょう。４の人で５年から６年のとこ

ろに３名いるというようになっているのですけれども、95名の中すべてが町内の人では

ありませんけれども、町内の待機者は89名もいたわけでありますから、大多数はどこか

に入ってくるのだろうなということで、やはり介護度が４、５、来月からまた介護の度

数変わっていくみたいですけれども、ところがこの厳しい状況で調べていても介護４、

５の人が５年以上８年未満で５名もいるということを考えると、この人たちがどうなっ

ていくのかということが非常に大事だと思うのですよね。これについては、解消されて

いくのかされてないのかが、非常に大事なことではないのかなというふうに思うんです

よ。

１年でも２年でも短期間でも大変なんですけれども、これが５年、６年、長い人は８

年も待ってなければならないということになると、とっても待機しているというのを超

えてしまっているんではないのかなというふうに思うんですよ。その辺は、どういうふ

うに配慮して今回の入所に当たって入所者を決定してきたのか、その辺はきちっと明ら

かにしていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 特老ホーム施設長。

●特老ホーム施設長（桂川施設長） 私、以前にもちょっとお話させていただきましたけ

れども、待機している年数じゃなくて、あくまでも介護４、５重度の方を優先しながら

家族状況はどうなのか、介護状況どうなのかということを確認しながら、入所を判定さ

せてもらっているというお話させていただいていますが、現在、こういう形で確かに長

く待たれている方いらっしゃいます。この方々につきましては、当然、うちのほうから

現況とかお話伺って、その中でご家族のほうは一応申請は出していますけれども、もう

少し待ってほしい、逆に待ってほしいというお話で、こういうふうに長くなっている方

。 、 、もいらっしゃいます そして10月以降に この95名の中には町外の方も入っていますが

今後、すべてこちらのほうで現状を把握している、結構こういうふうに待っている方が

長いものですから、現状ほかの施設に入っていたりとか結構ありますので、そのあたり

もう一度精査し直すということで、来月以降そういう形で動くことは考えています。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 認知症高齢者対策として、国が進めている100万人キャラバンについては、厚

岸町もこれから進めていくんだというお話を聞いておりますが、この後どのようなこと

をいつころまでにこういうことをやって、それからこういうことをやってという手順が

決まっていると思いますので、それを明らかにしていただきたい。
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●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答え申し上げます。

認知症高齢者の行政が行うべきサービスのつなぎでありますとかという部分、それか

ら一般質問の中で出されておりましたが、介護サービスの中では24時間、365日の居宅で

生活をすることが非常に大変だという実態の中で、厚岸町の介護保険事業計画はどうあ

るべきかというところのお話だというふうに思います。

21年度スタートしました介護保険事業計画、それから高齢者の健康計画の中でも策定

の段階でいろいろなご提言をいただいて、厚岸町としても認知症高齢者を対象にした地

域の見守りシステムというものを進めていこうという計画を文言の中に実は入れていた

だきました。前触れが長くて申しわけございません。

それで具体的な進め方でございますが、今回、20ページ、21ページに老人福祉一般と

いうことで、旅費を計上させていただいております。これは10月18日に、実は北海道が

主催をいたしまして、キャラバンメイトの行政研修というものを１日の研修でございま

すが、取り組んで、キャラバンメイトのいない市町村を、優先的にどうでしょうという

案内が来たものですから、私ども対象となります事業所支援センターの職員であります

とか、それから介護従事者、これはケアマネージャーでありますとか施設職員でありま

すとか、それから民生児童委員の皆さん、結構対象者の幅、枠が広うございました。

基本的にはボランティアで認知症高齢者の、認知症サポーター養成講座を担当してい

ただける方の参加ということが条件になるものでありますから、なかなか地域の皆さん

に即リストアップをさせていただいて接触した中では、それぞれ都合が悪いという部分

ございました。最終的には行政が推薦する方ということで、町民の方お一人、それから

保健介護課の職員２名、１名は保健師でありますが、２名、合わせて３名研修を受講し

て、地域に戻って認知症サポーターの養成講座の展開をしていけるようにということで

のスタートを今予定しております。

具体的なスケジュールについてはまだ組み立てておりませんが、基本的には関係機関

。 、の皆さんにサポーターの養成講座の展開というものを周知をさせていただく それから

基本になります地域とのつながりの問題でありますが、ここは個別に地域のほうと調整

をさせていただきながら進めていかなきゃ、なかなか進んでいかないなということも現

実の問題として持っております。れから、個別に申し上げますと、学校での授業、それ

から企業におけますこういった講座の取り組み等も、メニューに組み込みながら進めて

いきたいなということで今考えるところであります。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

、 、●室﨑委員 たしか私 本会議で話をしたのは12月議会か３月議会かそのころでしたよね

すぐやりますという答弁だったんですよ。今、やるというのですから、何も言いたくは

ないけれども、随分のんびりしているんですよね。それで、今回３名がキャラバンメイ

トとして、いわゆる先生役をつくるための講座に入る、これでキャラバンメイトの資格
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持って帰ってくるわけですね。そうしたのであれば、その後、こういう形でもって年内

にはサポーター何人をつくるのをめどにするとか、それから少なくてもそのうち２人は

町職員なんですから、そうすると、こういう形でもって講座を開いてこういうふうにす

るとか、そういう日程の中の程度のものはあってもいいんじゃないでしょうか。

それから、今、企業との連携とか学校との連携とか出ていますが、教育委員会とはど

んな話ししていますか。教育委員会のほうでは、どんな話聞いていますか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 随分前に話をしたのにというお話でございましたが、実は

私どももキャラバンメイト養成研修そのものが、基本的には道内での開催の日程そのも

のがないぞという前提の中で、情報としてはそういう状況であったということでありま

すが、それ以降、今回10月開催ということで、場所も札幌市でということでございまし

たので、これを機会にキャラバンメイトの登録ができる研修を受けようということで、

予算化をさせていただいたという状況でございますので、その辺はご理解いただきたい

と思います。

それから、展開する事業のメニューの中で、学校での授業云々というお話も先ほどさ

せていただいて、それが教育委員会とどういう調整がされているのかということであり

ますが、まだ、保健介護課の構想の段階でございまして、教育委員会のほうとはこれか

、 。ら調整をさせていただくという段階でございますので ご理解いただきたいと思います

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時31分休憩

午前11時31分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

管理課長。

●管理課長（須佐課長） 大変時間を取らせて申しわけございません。

キャラバンメイトの関係につきまして、今、保健介護課長のほうからもお話がありま

したとおり、保健介護課のほうでの構想の中には学校も含めての構想でありますが、今

現在、まだ教育委員会のほうとしての協議がされておらない状況でありますので、今後

の中で話がありましたら詰めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解願い

たいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 まず、教育委員会のほうに申し上げますが、キャラバンメイトなんていうの
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は保健介護課の仕事なんで、言ってきたら考えようと、それまではいいんだというよう

な消極的なことではちょっと困るんですよね。全国見ますというと、教育委員会は教育

委員会独自で、こういう問題の重要性を考えてどんどんどんどん進めているところもあ

るんですよ。やはりせっかく議場に出て、恐らく私の話も声小さいから聞こえなかった

のかどうかわからんけれども、聞いていたんであるならば、そういう問題意識持って動

いてほしいですね。

それから、原課のほうに申し上げるんだけれども、社協も何か独自に動き出したらし

いんですよ。それ聞いていますね。このときに社協は上手というか、ずるいというか、

キャラバンメイトを釧路市から借りてきてやろうという考え方なんですよね、サポーター

をつくるのに。だから、キャラバンメイトの養成講座が何か思うようにいかないんであ

るならば、近隣町村にキャラバンメイトいるんですよ。行政同士のよしみで、いろいろ

なルートはあると思うんだけれども、そういう人に来てもらってモデル的にやってもら

うという方法だってあるんですよ。これは教育委員会だって同じですよ。そういうよう

なことで、やはりこういう問題についても、もし重要だと思うんであるならば、どうや

ってやろうかということを考えて動いていただきたいと思うのですよ。いかがでしょう

か。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ご提言、率直に受けとめさせていただきながら、どういう

事業展開をしていけれるのかという中で、社会福祉協議会のほうとも連携をさせていた

だいて、進めていきたいというふうに思っておりますので、この分についてはそんなこ

とでご理解をいただきたいと思います。

私ども持っております情報網として、釧路市で開催される同様の講習等も、実はアン

テナを張りながら情報を収集してまいりました。そういう意味では、私どもが察知しま

した情報の中では、まだまだ厚岸の取り組み自体が、釧路市で開催される皆さんが集ま

るレベルに達していないというような状況の中で、一歩下がってしまったという事情も

ございます。今、情報提供、提言いただきましたので、釧路市のキャラバンメイトを持

っていらっしゃる団体の皆さんとも連携をさせていただきながら、お願いできる部分は

お願いをして組み立てていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 大変申しわけございませんが、今後の中で早急にただいまご提

言ありました、教育委員会としてどういうことが進めていけるのかということを学校を

通じながら相談をしなければならない部分もありますから、早急に進めていきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。
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他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、22ページ。

５目後期高齢者医療費。８目社会福祉施設費。

10番谷口委員。

●谷口委員 社会福祉施設費、ここでお尋ねしますけれども、生活改善センターの修繕料

について教えてください。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたします。

生活改善センターの修繕料でございますけれども、施設修繕といたしまして、自動火

災報知の設備の蓄電池の取りかえでございます。それから、温風暖房機の修理がござい

ます。それから、生活改善センター電気設備修理一式ということ、それから地デジに関

しまして一部配線の改修をいたします。合わせまして14万8,000円ということでございま

す。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 ここで関連してお聞きしたいのですけれども、現在、改善センターは商工会

に管理委託をお願いしていますよね そういう認識でいいですよね それで この間 21、 。 、 、

日、湖北地区の某自治会で敬老会行いました。それで前日に会場準備に行って、机・い

す、テーブルというのか正式な名称わかりませんけれども、そういうものを並べるのに

大変苦労いたしました。何で苦労したかというと、非常に壊れているということなんで

すよね。それで何年か前に、新しいのを入れたような気がするんですが、私、一応、敬

老会の実行委員の１人になっていますから、毎年行っているのですけれども、最近の壊

れ方が非常に激しいように思うのですよね、傷みぐあいが、その原因は何かということ

なんですよ。

あそこで使っている分には、当日、管理人されている方がもしいれば、結構ああだこ

、 。 、 、うだ言われながらやりますよね 大概います あの会場で あの机やいすを使う分には

そう傷み等が起きないように思います。ところが、あそこの備品が相当貸し出しがある

ように聞いているんですよね、それで貸し出しを行った場合に、使用した人たちの責任

というのは、どういうことなのかということが非常に疑問に思うんですよ。その壊れ方

が、机なんかは尋常でないんですよ。ああいう使い方を許しているというか、私は、管

理のほうに問題があると思うんですよね。使う人にも問題があるけれども、きちんと借

りていったものは、返ってくるときも同じ形で返ってこなきゃなんないとだめだと思う

んですよ。ものによっては、どこかで何かがついたんだか知らないけれども、すっかり
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錆はついている、苔は生えている、ひどい状況になっているのですよ。そういうことに

対して、現在、改善センターのテーブル・いす等の貸し出し状況について、ちょっと説

明をしていただきたいというふうに思うのですよ。

それと、どういう貸し借りを相手方とするようになっているのか、借りた人はどうい

うことをして返すようになっているのか。もし壊した場合は、その責任はだれが負うの

か、そういうことまできちんとなされているのかどうなのか、ちょっと説明をお願いい

たします。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 改善センターの備品、特にテーブル・いすの破損の状況が激

しいということの中で、その原因の一つとして、貸し出しが大きな問題であるというふ

うなご指摘でございます。

私自身もそう感じます。それで、実際の管理物件の維持管理につきましても、当然、

指定管理者の基本協定の中にはございます。その中で良好な管理をしていただくという

ことにはなってございます。ただ、ご指摘ありました貸し出しにつきましては、ちょっ

と時間をいただきたいというふうに思いますけれども、その手続関係についてはお時間

をいただいて、きちっと調べさせていただきますが、基本的には借用書を取り、それか

ら戻ってきたときには点検をした上で、借用書を廃棄するというような形の貸し借りと

いうふうに考えてございます。

ただ、それが徹底されないというのが一つの要因であるのか、何回も回数を重ねてい

く段階では、どこの段階でそういうふうになったのかというのはつかめない状況かなと

いうふうには思いますけれども、当然、古くなりますとそれ相当の損傷は出てくるわけ

ですけれども、ご指摘のように、そうそうそのような破損するようなものではないとい

うところから考えますと、やはりその辺の影響があるんだろうというふうに思いますの

で、当然、その管理の仕方につきまして協議をする中で、徹底してまいりたいというふ

うに思います。

それと、ちょっと今お時間をいただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時43分休憩

午後１時00分再開

●委員長（竹田委員） 委員会を再開します。

22ページ。

８目社会福祉施設費に、10番谷口委員の質問に対し、町民課長のほうから答弁を始め

たいと思います。

町民課長。
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●町民課長（米内山課長） お時間を取らせてまことに申しわけありません。

生活改善センターにおけます備品、特に長机等の破損の原因の一つであると考えられ

、 、 、ます貸し出しの実績でございますが ここ２年間で申し上げますと 平成19年では14件

延べ台数352台という貸し出し、それから平成20年におきましては12件、319台の実績と

なっております。このことから、毎年この程度の貸し出し等を推測されるところでござ

います。さらに、貸し出しの方法でございますけれども、１回目のご質問にもお答えし

たかと思いますが、借用書をいただく、そして貸し出し、返却時に数量等の点検をした

上で、借用書をお返しするというような貸し出し方法をとってございます。

いずれにいたしましても 古いものでは建設当時 昭和49年からのものもございます 35、 、 。

年を経過しているというような内容でございますので、いま一度点検を行いまして、使

、 、 、用できるもの それから修理で対応できるもの それらをもう一度点検・選別した上で

必要に応じまして修繕、それから新規購入の予算を要望する中で、年次的になるとは思

いますけれども、整備を図っていきたいというふうに思います。

また、貸し出しについても商工会と協議する中で、借りる側の注意事項の伝達ですと

か、それから返ってくるときの点検方法、その他をもう一度協議する中で、傷みの少な

い貸し出し方法を考えていきたいなというふうに考えております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 公共施設、公共物、そういうものに対して使う立場のもの、利用するものの

考え方というか、その辺をやっぱりきちんとしていかなければだめではないのかなとい

うふうに思うんですよね。いずれにいたしましても、結果的には更新するにしても、こ

れは町民の貴重な税金の上で施設が整備され、あるいは備品が整備されていくもんだと

思うんですよ。そうすると、その一つ一つの利用に当たっては、やはり利用する人たち

が自分たちが利用することだけではなくて、この備品、施設がその後の人も利用するん

だということが、きちんと理解していただかなければ困ると思うんですよね。そうでな

いと、あのような壊れ方はないんではないのかなというふうに思うんですよね。ですか

、 、 。 。ら どこかがちょっとでも不具合が起きると 結構な重たさあるわけでしょう 重量が

、 、 、そうすると それを無理に扱うことによって 本来であれば壊れなくてもいいものが

傷んでしまうということになると思うんですよね。ですから、利用するに当たっては、

貸し出すときにはきちんとしたものを貸し出すし、返ってくるときはきちんとした形で

、 、返ってくるということを点検できるシステムというか そういうところまでやらないと

悪い言葉で言えば、やんちゃな扱いになってしまうんではないのかなというふうに思う

んですよね。そのあたりをきちんとしていただかないと、最近の壊れ方が特にひどいと

思う。見ていて。今までは、いいのだけはきちんとあって、どこを触ってもみんないか

ったんですよ。ことし行ってみたら、いいのを探しながらやらなければならない、悪い

ほうが多いんですよ。

それと、椅子なんかはステージの下に置いていますよね。そうすると、汚れていれば

一気にかびが生えたりなんかしているんですよ。ですから、そういうのもそのまま収納
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していいのかどうなのか、やっぱりきちんと確認をしてやらないと、使う段になってか

らみんな大変なんですよ。一つ一つ、掃除をしてセットをしていかなきゃなんないとい

うのでは、やっぱり困ると思うんですよね。ですから、副町長が来賓としていらっしゃ

いましたけれども、来賓の席には特にいい机とか、いい椅子だとかと、探さなければな

らないんですよ。スムーズに仕事ができるように、常にしておかなければだめだと思う

んですよね、そのあたりでどうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 委員、おっしゃるとおりだというふうに考えます。

先ほど申し上げましたけれども、その利用に当たって、利用者にも公共のものだとい

うことの理解を求める部分も、貸し出す際には必要だと思いますし、それから返しても

、 。 、らうときにも その点検のシステムをつくることも必要だというふうに考えます ただ

椅子にしても机にしても大量に貸し出しされるという中では、一つ一つ詳細にわたって

点検して返してもらうというのが、どこまでできるかということも含めまして、管理業

者である商工会とも協議しながらできるだけのことをしていきたい、確認の方法も考え

ていきたいというふうに考えてございます。

ご指摘のありました椅子の汚れについても貸し出し実績見れば、屋外イベントで貸し

出している部分も多うございます。その中で返却時には、少なくとも泥を落とし、整理

をした中で返却していただく、最低のことを今ちょっと抜けている部分があるのかなと

いうふうに思いますので、その辺も徹底させていただきたいというふうに考えます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 今の課長の答弁でいいと思うんですけれども、多くの貸し出しの件数の中に

は、町もかかわっているイベント等が多いのだと思うんですね。そうであれば、やはり

担当される部署の職員は、その辺を気を使っていただきたいし、利用する人たちにきち

んと指導していただくということが大事だと思うんですよね、そのあたりをぜひ徹底し

ていただきたいなというふうに思うんですけれども、そういうことでよろしいでしょう

か。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 役場部局といいますか、内部においても当然のごとく、その

意識を持ちながら借り上げしていただくということになりますし、いま一度それらの考

え方を徹底していきたいというふうに考えます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「
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●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２項児童福祉費、２目児童措置費。４目児童福祉施設費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 26ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、２目健康づくり費。４目水道費。

２項環境政策費、１目環境対策費。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ここで２点ほどお聞きしますが、まず１点目は、ＪＲが毎年やっていたんだ

そうですけれども、ことしも線路の両わきにずっと除草剤をまいたんですよね。それが

わかったのが、線路の両わきがずっと草が枯れていまして、除草剤まいているんだなと

いうことになりました。これは先月の初めぐらいのことでしたでしょうかね。それで、

厚文で毎月１回開いていますんで、そのときにどういう状況なのかということをお聞き

しました。そうしたらタッチダウンという、薬剤名で言うとグリホサートカリウム塩43

％のもんだそうですが、それがまかれていたということでした。それから、随分前にな

るかと思いますが、厚岸町からＪＲに申し入れている厚岸湖に直接影響与える場所のと

ころは、除草剤は遠慮してくれというのは待っていますと、そういうお話でした。それ

から、この商品名、タッチダウンというのは解毒性も低いし、そう問題にすることはな

いのではないかというお話でもありました。そこまではなるほどと、わかりました。

ところが、厚岸町内のどこからどこまでをまいているのか、それからこういうのは必

ず適正使用量というのがあるんですよね。それで10アール当たりで言うのか１アール当

たりで言うのか忘れましたが、それでもって何グラムとか何リッターとか、それどうい

うふうになっているんだろうろと。それから、安全使用上の注意とか、あるいは効果・

薬害等の注意とか、環境保護上の注意とかと、必ず薬には使い方にきちっとした注意事

項があるんですが、それとの対比においてどういう使い方をしたのかというようなこと

が、厚文の中で質問で出たんですが、いやいやそういうことは聞いていませんでしたと

いう話で終わりました。

その後、こういうようないわゆる積み残しがあるときは、大抵の担当課はその後資料

をくれたり、いろいろな連絡があるんですが、環境政策課はその後何もないので、今、

ここでお聞きするんですが、そこで出された積み残しについては、その後どういうふう

にしていますでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。
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●環境政策課長（小島課長） お答え申し上げます。

ご質問者がおっしゃられるように、厚生文教常任委員会の中でＪＲが除草剤を使って

いるということにつきましては、ご質問者のおっしゃられたような状況でご報告してお

ります。また、その後、お答えできなかったことがございまして、その件につきまして

は、次回の厚文で申し上げていると、申し上げるという予定でよろしいのかなと、私ど

もで解釈しておりました。

そうした中で、直ちにＪＲのほうに、厚生文教常任委員会の後でＪＲ北海道厚岸駅と

協議の場を設けさせていただきまして、ある程度の情報はつかむことができました。ま

た、新たに約束も取りつけることができましたので、この場でご説明いたしたいと思い

ます。

、 、 、まず 薬剤の散布量でございますが これにつきましては全体で４万498平方メートル

これが81リッターで割り返して、１アール当たり２リッターという状況で散布を行って

いるということでございました。これは、薬剤散布の基準内であるということでござい

ます。散布している面積は今申し上げた数字でございますが、散布している延長につき

ましては、今年度につきましては２万6,998メーター、キロで言いますと26.998キロメー

トルということになります。

それから、希釈倍率につきましては50倍で行っているということでございました。こ

れも基準値内であるということでございます。

それから、使用基準につきましては、住宅地に近い等々のところについては、まかな

いように配慮しているということではございましたが、ただ、厳格な意味での使用基準

等々の新たな基準につきましては、ＪＲ北海道の本社のほうには伝わっているという情

報は、別のルートで私ども知りましたが、厚岸駅の実際に使うところまでは到達してい

ないということで、ある程度、影響のあるところについてはまかないように配慮してい

たけれども、厳密な意味でのその部分は知らなかったので、私どもはその基準をお伝え

しましたので、今後、本社と確認して、そういった対応を今後はとっていきたいという

こともおっしゃっておりました。

それから、湖岸に接しているところについては、従来の厚岸町及び厚岸漁協等々の申

し入れどおり行っていなかったわけでございますが、住の江の踏切から湖岸に接すると

ころまでは、ここは片側に水路が掘られています。この水路は厚岸湖に注ぐということ

で、事前に厚文に入る前の話し合いの中では、水路に接しているところをやめることは

できないだろうかというお話ししまして、その分については了解得ておりました。この

分については、報告したとおりでございます。

さらに、２回目の協議のときには、いっそのことここは全部自粛区間に加えてもらえ

ないだろうかということを申し入れたところ、この部分についても町の申し入れに配慮

した形で、今後、やりたいという約束はしていただいております。

以上が、厚文の中で申し上げなかったことの補足の情報収集、それから対応というこ

とになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。正式な意味での厚文への説

明という部分で、私どももすぐやりとりできなかったことは事実でございます。厚生文

教委員会の中での話ですので、次の厚文でと、そういう説明の場は当然必要だろうと思
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っておりましたので、ご了承願いたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。次回、厚文でという話こっち聞いてなかったもんだから、ど

うなったのかなというところもありましたので、そういうことはスムーズに前もって、

次の厚文で言うよという話は言っておいていただけけば、私でも事務局長のどちらでも

いいわけですから、それはお願いしたい。

それともう一つは、やっぱり農薬散布というのは、空気中に放散するんですよね。ま

いているときにも飛び散るし、それで恐らく今回も何月何日何時からまきますよという

のは、事前通告がなかったと思うんですよ。それで、今、人家に近いところはなるべく

まかないようにしていると言うけれども、実際に枯れているのを見ると、人家に近いと

ころも結構まいているんですよね。だから、せめてその時間だけは窓をあけないように

して、直接部屋の中に飛び込まないようにするとか、自衛手段をとれるようないわば事

前の通告をきちんとしてもらいたいし、その１日、２日の間は、まいたところになるべ

く近づかないことが大事であって、そういうことも書いているんですよね。使用の注意

事項の中には。そういうものを含めて、きちんとしてもらうことをくどくくどく言って

欲しいのです。

ＪＲの中で札幌は知っていたけれども、厚岸は知らなかったと、そんなことはＪＲの

勝手でありまして、こっちが斟酌するような問題じゃございません。ＪＲの落ち度です

から、そんなことは。だから要は、現場できちんとしたことがされているかどうかとい

うことだけを厚岸町としてはきちんと見て、そしてうまくなければ、厳しく注意をする

という態度をとっていただきたい。そのことが直接、町民の健康を守ることですから、

この程度のと言ったら悪いけれども、除草剤で、直接命を守ることですというところま

で、私は大げさには言いませんけれども、いろいろな持病があれば命に直接かかわるこ

とだってないとは言えないわけですから。そういう意味で、やはりこういうものについ

てはきちんとした対応を、今まで以上にとっていただきたいと思いまして、これはよろ

しくお願いします。その上で、次に移ります。

これは、一般質問のところでもちょっと議論になっておりましたが、あやめヶ原のい

。 、わゆるイワヨモギの事件であります これについても厚文で１度お聞きしておりまして

そこでは町のほうで多様な植物が生息する原生花園として、あやめ群落の景観を保ちな

がら植生を管理するという基本方針で、これから進めたいということを明言してくださ

いました。すなわち、あやめがどうも弱っているから、それの雑草を全部駆除するのだ

と言って、自分の家の前の道路の花壇を整備するような発想で物を進めるのではないの

だということは明確に言ってくださいましたので、私は、その点では非常にいい方向に

この後進んでいくのではないかということで期待しております。

ただ、１点気になることがありますのでお聞きします。

この保護対策の何というのですか、あのときはオトコヨモギとか何とかいろいろな話

が出ておりましたが、除去するのだというのは何日にお話ししたっけ、ちょっとまず事

実の確認から。
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●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ＪＲに対する除草剤の使用のやりとりの中で、実は私もく

どく確認させていただきましたのは、散布している状況でございます。いわゆる風や何

かで本当に飛散する状況になかったかどうかと、いわゆるどういう状況でまかれたかと

いうことでございまして、たとえの例として、例えばスプリンクラーみたいな状況で、

、 、 。 、飛散するような状況でまいたのかと 具体的な例を挙げまして そうではないと じゃ

じょうろで花壇にやるぐらいの大きさでまいたのかという確認も取りました。

そうしたら、じょうろでまくよりもまだ粒の大きい状況で、飛び散らないように下に

向けてまいたそうです。それから、強風の時には行わないという状況で、細心の注意は

払ったつもりであるというふうにおっしゃっていました。私もまいた現場を見ると、ま

いたところは枯れているのですけれども、それ以外のエリアのところまでは枯れてない

ということは、ＪＲのおっしゃっていることは、ある程度理解できたという状況にあり

ます。

さらに、その基準につきましては、私もこれはネットでも公開されているし、いわゆ

る本社とのやりとり云々ということよりも、皆さんが見れる状況にあるので、これは適

正な状況で対応していただきたいというのは強く申し上げているところでございますの

で、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時23分休憩

午後１時24分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 済みません。ちょっと、今、手元に資料持ってきて

いなかったものですから。時期につきましては、あやめ祭りの始まる前ということで、

６月20日過ぎだったと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 それで、結局はわからないままに、イワヨモギが絶滅危惧種であるとかない

かとか、そんな話はわからないままに、それから抜いているのはイワヨモギという種類

であるかどうかもわからないままにやっていましたという話でしたよね。うかつであっ

たでと言うんですが、これその時はわからないということが、仕方がなかったという状

況でしょうか。
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●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） イワヨモギのものがあるというような部分の調査に

つきましては、厚岸町の桜育成管理指導員であります浅利政俊氏が、町内の桜の点検、

育成関係の部分についてしていただいたときに、ご本人の希望というような部分もあり

まして、あやめヶ原のほうにも出向いていただいて、そちらのほうであやめの状況なん

かについても見ていただいた。そのときに、イワヨモギがあるというような形での報告

書、これをいただいておりまして、その時点での報告書の形の部分を私どもしっかりと

内容について確認した上であれば、この辺についての除去というのはわかり得たものと

いうふうに理解をしております。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 そうなんですよね。厚文でもちょっと話が出ましたけれども、浅利政俊とい

、 、 、う方ですが 厚岸町では桜の博士ということで 桜についていろいろと見ていただいて

その後、指導もしていただいている方がいらっしゃいます。この方が、観光協会の方や

そういう方と一緒に、前からあやめヶ原の植生についてはいろいろと観察もし、また、

そこに病害虫がえらい出たときには、それを防除するためにいろいろ苦労もなさったり

してくださっている思いひとしおというものがある方なんだそうです。

その方からの報告書というのが、今、課長もおっしゃったように、報告書を書いたの

が５月の末ですけれども、６月の初めというか、には手元に入っているわけですよね。

そこで、どんなことが書かれているかというと、イワヨモギが繁殖してきて、非常にあ

やめを駆逐していますよと。それから、どうしてかというところで今、目視でもって言

えるところでは、ヒオウギあやめというのは湿ったところが好きなんだけれども、イワ

ヨモギというのは比較的乾燥したところが好きだと、それで現地が乾燥化してきている

ということが大きな問題だと。一つは、だから雨が減ってきているのではないかと、ま

た、馬が食べないそうですから、イワヨモギというのは。それで馬の過放牧ということ

も、もしかしたらあるかもしれないというようなこともきちっと書いています。

それで、どういうふうにすればいいのかというところで、今言った、あやめヶ原を今

後どういうふうに保全していったらいいのかというのは、いろいろな考え方あるので、

そこのところできちっとしたものをやはり協議して出したらいいでしょうということも

提言しています。

また、植生の変化というのが、１回見ただけでもってちょっと増えたなとか、そうい

うことではだめなんで、きちっとした調査をしなさいと。それもそんな金かかるもんじ

ゃないのですよといって、詳しくそのやり方も書いています。１メーター掛ける１メー

ターの区画を幾つかつくって、そこのところに何が生えているかというのを経年変化図

っていくというようなやり方だそうですが、そういうものも全部入れています。実はイ

ワヨモギだけじゃなくて、ミヤマハンノキの幼木というのですか、子ですね、これがど

んどん増えてきている。これも非常に恐ろしいですよと。それから、ミヤコザサという
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のは、僕らクマザサと言っているササだと思うんですが、これからどんどん繁茂してき

ているというようないろいろなことが書かれているんですよ。こういうことが情報とし

て入っているんですよね。ただ、それが生かされていない、そこに一番問題があると思

うんです。

課長は、そこのところをきちっと今回反省とともに、わかっていらっしゃると思うか

ら余りくどくは言わないのだけれども、実はこれはイワヨモギの問題じゃなくて、厚岸

、 。 、町全体の役場全体の体制として 各人が考えるべき問題だと思います 情報というのは

入手することに意味があるんじゃない、それをきちんと受けとめて生かしていかなかっ

たら、情報収集した意味も何もならないんですね。ブラックボックスだとか棚の隅だと

かっていうようなところに、ぽんぽんぽんぽん情報が吹っ飛んでしまえば、結局、生か

されないで、そういうものの情報が入らなかったと、結局同じことになってしまう。こ

の点は、やはり十分に反省してほしいし、今回の問題が、新聞では何か全道版でからか

われるような記事が出ましたよ。あれは大変、私にとっても不愉快な記事でした。

それから、ネットなんかを見るというと、一斉にそれが回りました。厚岸町では、絶

滅危惧種をみんなして引っこ抜いているのかというような、やゆするような記事もあり

ました。それはそれにして、こういうような問題について、イワヨモギがどうのこうの

じゃなくて、やはり役に立つ情報がきちんと入ってきたものを、どのようにきちんと生

かしていくかということでは、これはみんなきちっと今後のありようを考えていくべき

だと、そのように私は思いますが、いかがでしょうか。それが１点。

それからもう一つは、この情報、要するにこの学術調査のやり方ですね、学術調査も

例えば業者なんかに頼んでやると、えらい金かかるんですよね。そうじゃなくて、地元

の人間でこういうことをやるだけでもって、きちっとしたものできますよというような

こういう情報が、学芸員と名指していますが、教育委員会、そして学芸員にきちんと伝

わっていますでしょうか。それについてお聞かせをいただきたい。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 情報入手後の対応ということで、私のほうからご答弁を申し上

げたいと思います。

ことこのことに限らず、さまざまな情報、役場にどんどんどんどん入ってきます。こ

れをただ集めるだけではなくて、きちっと分析をして、そして町が何をなすべきかとい

うことをきちっと考えて、それを行動に移していくということをそれぞれの職員がきち

っと認識をしながらやっていかなければ、また同じようなことが繰り返されるというこ

とが懸念されますので、私自身も今回のイワヨモギの作業に実は参加をさせていただい

たておりました。大変恥ずかしい話で、あの新聞記事が出るまで、残念ながら一生懸命

抜いていたほうであります。後で知ったら、そういうことだということで、いろいろな

職員ともこのことについて話をしましたけれども、自然界に雑草という言葉自体の存在

を疑ってかかるべきだというようなことも言ってくれた職員がおります。さまざまな植

物が生息している、特にあの場所はそういう場所なんだから、一つの種だけに目をとら

れていては、まずいよという指摘も実は職員から受けたわけであります。非常に恥ずか
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しい思いをいたしました。

そういう意味で、ちょっと横道に逸れましたけれども、情報をきちんと収集して、そ

れをきちんと分析して、我々は何をなすべきかということはよく考えて行動をしていき

たいと、そのように考えております。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） なお、この報告の関係でございますけれども、主に

毎年、桜を中心といたしました状況の報告というような形にいただいておりまして、こ

れらにつきましては観光協会のほうのいわゆる例えば老桜樹の関係だとか、そういった

ような関係もございますので、そういったところに報告書の内容については伝えていた

という状況になってございます。

それと、言われておりました調査の方法だとか、こういった部分提言なんかも受けて

ございます。これら含めまして、私ども例えばそういうポイントにあるんでも、じゃそ

ういうポイントをどこに設定していったらいいのかというような部分、これはやはりそ

ういう専門家といいましょうか、そういうような携わる知識のお持ちの方のアドバイス

を得ながら、やっていくことが必要であろうというふうに思っておりまして、先般、一

般質問の中でもお答えしておりますけれども、今後のいわゆる保護計画、そういったよ

、 、 、 、うな部分をつくりあげて 今後 保護活動していく上でもアドバイス 関係者の提言と

そういったようなものを大事にしながら、厚岸町として何ができるかというような部分

を考えながら進めてまいりたいと、このように考えます。

●委員長（竹田委員） 生涯学習課長。

（ ） 、●生涯学習課長 佐田課長 学芸員が認識していたかということでございますけれども

ただいまのまちづくり推進課長からもお話がありましたように、報告の後に、こちらの

ほうでもその内容の話を伺ってきております。

学芸員につきましては、それぞれの考古学とか民族学とかで、植物等に関する専門で

はありませんけれども、学芸員という立場の中で釧路市等にも植に関する専門家もおり

ますので、それらの方々と調整をしながら、連絡を密にしながらやっていくことが大切

かなと思いますし、情報の共有ももちろん大切ですので、町長部局とも連携をとりなが

ら、今後の行動につきましては検討してまいりたいというふうに考えています。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 趣旨はよくわかりました。

１点だけ、事実を確認しておきます。浅利先生から出た報告書というのは、教育委員

会には渡って、学芸員も目を通していますか。

●委員長（竹田委員） 教育委員会生涯学習課長。
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●生涯学習課長（佐田課長） その報告書につきましては、合議という形の中で決裁が各

関係部署に回ってきますけれども、その部分において、目を通しているというふうに私

は認識しております。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 何か難しくてよくわからないのだけれども、これなんか学芸員としては非常

に必要な資料でないかと思うんですよ、自分の活動の上で。事務屋さんが、すっと目通

、 、してぽんと判押して流す程度のことしか学芸員には入ってないと そういう意味ですか

今の言っている合議がどうのこうのって。何か言っていることがよくわからないんです

けれども、資料として学芸員の手にこういうものが、コピーでもってあれは何十部でも

つくれるでしょう。学芸員が厚岸町に30人も50人もいないでしょう。そういうものに必

要な資料として、彼らの手元には渡ってないんですかと聞いているの。

●委員長（竹田委員） 教育委員会生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） そのもの自体が学芸員に渡っているかどうかということに

ついては、確認しなければちょっと今わからない状況にあります。ちょっと時間をいた

だいてよろしいでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時38分休憩

午後１時41分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

教育委員会生涯学習課長。

●生涯学習課長（佐田課長） 大変時間を取りまして、申しわけございませんでした。

、 、 、ただいまの件ですけれども 確かに報告書については 各関係部局に回ってきまして

そのものについてのコピーを取って、学芸員の手元にございます。それで、海事記念館

のほうといたしましては、やはり専門家であります植物の専門家の方が釧路市におりま

すことから、釧路市の専門家の学芸員の方々との連絡調整をとりながら、今後、どのよ

うにしたらいいかということについて考えているところであるというふうに伺っており

ます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。
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●室﨑委員 先ほど、副町長が今後の方針についてきちんとした答弁をしてくださってい

るので、それに期待します。

一言申し上げると、厚岸町の職員一人一人を見ると、非常に能力がある人がたくさん

いるんですよ。問題は、情報を共有して、うまくそういう人たちが組み合わせて、一つ

の方向がなせるかどうかにかかるわけですよね。何ですか、プラモデルじゃないけれど

も、一つ一つのピースがばらばらであっては、きちんとした形はできない、それがうま

く組み合わさらないと形になりませんよね。そういう意味で、こういうことは非常にい

い教訓として今後よろしくお願いしたい、そのように思います。

●委員長（竹田委員） 答弁はよろしいですか。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 委員、おっしゃるとおりだというふうに考えます。よく議会で

いろいろな事務事業を進めるのに、１課１係だけでできない事業もたくさんあるだろう

と、横のつながりをきちっとしなさいというご指摘も今までいただいております。そこ

で、我々の決裁の方式、今、生涯学習課長のほうから合議という言葉がありましたけれ

ども、担当する部局だけでは済まない情報等については合議、あるいは回覧、あるいは

供覧、あるいは回付という、それぞれの決裁の手続をきちっと明記しております。これ

らをきちっと適正に運用して、情報をとどまることがないように、しかも先ほど言いま

したとおり、届いた情報をきちっと分析して行政にどう反映をしていくかということを

それぞれ職員肝に銘じて当たってまいりたいと、そのように考えています。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 ここでお尋ねするのがいいのか、森づくりのほうで、林業のほうで質問すれ

ばいいのか、ちょっと迷ったのですけれども、環境省の事業にオフセットクレジット制

度というのがあるそうなんですけれども、これを活用して、足寄町、下川町、滝上町、

美幌町が、この制度を利用して家電製品等を購入した場合のエコポイントをクレジット

会社のギフトカード等に交換した場合、一定の割合で森づくり、森林づくりというのか

ちょっとわかりませんけれども、協議会に寄附される制度をつくったということなので

すが、この制度は厚岸町等では利用できる制度ではないのか、あるいは近隣町村等と連

携した中で利用できる制度ではないのかどうなのか、その辺ちょっとお伺いしたいので

すが。

●委員長（竹田委員） 休憩します。
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午後１時46分休憩

午後１時55分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 貴重なお時間をいただきして、申しわけございません。

ご質問者が言われた中で、カーボンオフセットという言葉がございました。まず、オ

フセットクレジットという言葉がございました。この概念の中に、基本的なこととして

あるのが、カーボンオフセットという言葉ということが今わかりました。でも、これは

いわゆるＣＯ の排出削減努力を行った上で、削減困難な排出量について他の場所での排２

出削減、吸収量でその全部または一部を埋め合わせることを言うと、いわゆる最終的に

は、地球温暖化の防止に役立つ仕組みを構築しようという趣旨のようでございます。

先般、先ほどのご質問の中で言われていた先行してやられているところもあるようで

ございますが、この件につきましては、環境省が９月にこの実施規則を定めたばかりと

いうことで、この情報は今まだ北海道のほうに伝わっているかどうかわかりませんけれ

ども、ルートとしては環境省が都道府県に出して、都道府県から市町村に届くというの

が通例でございまして、この詳細な取り扱いをどうするかということまでは、まだ我々

のほうには伝わってきていないということでございます。

今、明確な状況でお答えできる段階にはございませんが、ただ、そういった形の中で

家電製品を買って、そのポイントをためて、いわゆる森を育てることに役立てようとい

う趣旨でございます。言いかえれば、私どもが行っている緑の循環、これは資源ごみの

分別を徹底して町民の皆さんにやっていただくと、こういった中で売り払いをして、こ

のお金を原資にして森づくりに役立てようということと、ある意味では共通性を持って

いる考え方なのかなというふうに思います。いわゆる緑を育てる財源を、こういった仕

組みの中でつくっていこうという趣旨なのかなというふうにも理解しておりますので、

この点につきましては今後いろいろな情報が伝わってくると思いますので、その中で種

々検討しながら対応してまいりたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 足寄町なんか、この活用した制度を導入しようということで取り組まれてい

るわけですよね。そうすると、やはり情報の伝達というその仕組みがわからないんです

けれども、片方はそうやって、特に森林面積が広いだとかそういう問題もあるんでしょ

うけれども、やはり新しい制度を環境省のホームページ見ても報道資料で出ていますよ

ね、こういうふうに。そうであれば、こういうものをやっぱりきちっとつかまえていく

ということが大事ではないのかなというふうに思うんですけれども、その辺ではいかが

でしょうか。
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●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） ご質問者のおっしゃられる趣旨は重々わかります。厚岸町

にとって、有益な仕組みかどうかということは、当然、検討に値するわけでございまし

て、今後、そういったことはできる限り速やかに情報収集するなり、周辺の情報もとり

ながら対応してまいりたいというふうに考えます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、４目ごみ処理費。

28ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。８目農業水道費。

２項林業費、２目林業振興費。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっとキノコについてお聞きします。

先般の議論の中で、上尾幌地域でキノコ住宅10棟のうち、たしか４棟が空き家になっ

ているというような話がありましたですね。その原因としては、キノコ団地というんで

すか、キノコの栽培を行うハウスをつくるための用地がないから、できないんじゃない

かというような話が報道に出ていました。何かあそこが取材に来て、ここが取材に来た

けれども、おれの言ったことをちゃんと書いてないんだというようなお話もあったんで

すが、それはちょっとこっちに置いて、そのときの答弁、私の聞き間違いなら勘弁して

くださいね。

まず、２点ちょっと引っかかったんですよ。その１点は、今回の特別交付金それを利

用して例えば造成を行うと、次の年に建物を建てなきゃならないという制約がついてく

るから、使えなかったんだというような言い方があったというふうに私は覚えているん

ですが、それについてちょっと説明してください。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

この経済対策事業の充当に当たりまして、用地を取得した場合については、以前、用

地取得というような考え方を持っていった場合については、その用地取得が次年度にお

いて事業着手というのが基本的な条件になると。用地を取得して、そのままの状態で置
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いておくというようなことは、この交付事業の対象になりませんよというような意味で

ございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 地域活性化経済危機対策臨時交付金主なＱ＆Ａという冊子がありますね、そ

れの16番が人件費で17番が用地費になっていますね。用地費は対象となるかというのに

対して、用地を取得しっぱなしで投げておくのはだめですよと、用地全体を活用する工

事、または工事のための設計・測量等に着手する見込みのない用地取得はだめですよと

言っているだけなんですよ。どうして、これが次のときに建物を建てるということが必

要な制限になるんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 言いわけに聞こえるかもしれませんけれども、造成の翌次

年度までに構築物を実施しなければ対象とならないらしいと、そういうような情報が私

どものほうに入ってまいりましたので、それで翌年、すぐに建物を建てなければいけな

いというふうなことでの答弁ということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

、 、●室﨑委員 今もつい数十分前に 情報の伝達・共有それをどう生かすかという話をして

、 。副町長が非常に立派な答弁をしてくだすったばっかりなんですが また出てきましたね

このＱ＆Ａというのは全部回っているはずなんだけれども、そこのところに書いてない

ような話をだれが言ったんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 申しわけございません。私の取り違いと、聞いたことに対

しての取り違いということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 結局、そういう情報がきちんと何というのかな、受けとめることができない

、 、 。で あたる機会を逃したということになってしまうとすれば もったいない話ですよね

それで、もう一つそのときに、そんなわけでこの臨時交付金は使わないんだという、そ

れが理由の１でしたね。理由の２としては、学校のグラウンド用地がある、それから民

地なのかどうかよくわからないけれども、既にそのまますぐ使えるところがあると。こ

、 、 。れで二角になるのかどうわかりませんが そういう説明があると だからできるのだと

だから、今、交付金なんてそんなものに手出さなくてもいいんだというふうに聞こえる
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ような言い方だったんだけれども、そうじゃないんですか。その点についてもお聞かせ

をいただきたい。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

（ ） 、 、 、●産業振興課長 大崎課長 私が 前回 一般質問のときにご答弁申し上げましたのは

駅前団地、駅前のほうにキノコ団地がございますけれども、そちらのほうでは１戸もし

くは２戸が入植できるというのですか、入れると。それから、キノコ菌床センター側の

ほうの本団地と呼ばれるところにつきましては、状況によっては１戸もしくは２戸を入

れると、そういうことを申し上げて、決して一つの現在のところを喫緊に造成をしてや

れる、造成をするということは今のところ考えてなくて、そういったことでうまくすれ

ば、うまく活用するとまだ施設に入れるところが、スペースがあるというお話と、それ

から状況によってもまだ財産の関係で、行政財産のままになっています。行政財産にな

っています学校の用地のことも念頭にありますと、そういうふうにお話をさせていただ

きました。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 わかりました。それで、何か報道の話をしたときに、冒頭あなたのほうであ

れは違うとおっしゃったんですね。そうすると、キノコ団地造成をしなければ新しい新

規就農者でいいんですね、それを入れることができない。しかし、お金がないから、そ

の団地造成ができないというようなものでは全くないと、あの記事は全くのでたらめで

あると、そういうことですね。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） １時間半の取材の中で、あの記事の中では、ほんの一部の

報道がされていたということです。私が申し上げたのは、１度にそういった形で全部埋

め合わせ、空いているところを入れる程度のそういったことではなくて、年次的に１戸

とかあるいは２戸とか、そういう形で徐々に増やしていくと、そういう対応はできます

と、そういったお話はしましたけれども、あの記事ですと、１度に全部というような形

での内容かなということで、私どもが持っていたイメージ、あるいは考え方と差がある

と、ギャップがあるというような形で一般質問の答弁では申し上げました。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 うその報道をされたんであれば、きちんと抗議をしたほうがいいと思います

よ。

それで、今、私自身のほうは、その報道があなたの言ったとおりであったかなかった

かというのは、大した興味がないのでそれしか言いませんが、問題は、今お聞きしてい
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ると、４棟入るだけの余地は十分にあると。しかし、年次でもって１戸ずつ入れていく

のだというのはどういうことなんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 例えば、キノコ団地に住む方につきましては、地元以外の

方ということだと思います。地元の方については、地元で生産して、地元で生産するわ

けですから、住宅としては必要ないのかなと思いますけれども、あの団地については地

、 。方の方というふうな認識で それで建てられた住宅というふうに認識をしてございます

、 、 、ですから キノコの募集をして１度に 一遍に入っていただければいいんですけれども

年に１戸、あるいは２戸、ここ数年若干問い合わせがありますけれども、これまでの数

年間に１件もしくは２件の問い合わせでございますので、当面、１度に全部、あそこの

キノコ住宅のほうに入所されるということについては、ちょっと疑問があるのかなとい

うふうに思っての答弁ございました。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 一遍に外部から入れないでくれと、おれたちの仕事やっているのに邪魔にな

るからというような話が地元の、ここにもキノコ農家の議員さんもいらっしゃるけれど

も、そういうようなとこから出ているんですか。私のほうでは、そんな話は聞いたこと

もないですけれども、それともなるべく外からは入れないようにして、地元で増やして

いきたいというような方針でもあるんですか。今の話聞いていると、一遍に来られちゃ

困る、うまくないんじゃないかというようなことをおっしゃっているんですが、それど

うしてなんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 私は、もちろん１度に入っていただければ、一番いいとい

うふうに考えています。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、さっきの答弁と違いますよ。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時11分休憩

午後２時13分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 時間を取らせて申しわけございません。

私の考え方としましては、本来であれば１度に入っていただければ、一番いい結果に

なるというふうなことは質問者と同じ考え方で、ただ、現実に年間の問い合わせ等を見

ますと、そういった全部埋まるということは、一遍に埋まるということは見込めないと

いったことで、年に１戸あるいは２戸そういった形で空き家が解消、入植していただい

て空き家も年に１戸とか２戸とか解消していただければと、そういう趣旨で申し上げま

した。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 何か結論に行くまでに随分いろいろなところ回ってから返ってきますね、ま

あいいです。

それで、要するに４戸入ってほしいけれども、一遍に４戸なんか来ないと、年に一つ

あればいいところだと言うんだから、それを大風呂敷広げて一遍に入ってほしいんです

なんて言ったって、行政担当者としては責任のある発言にならないんだという意味です

ね。私が答弁しているみたいになってきた。それでお聞きしますが、どういう宣伝して

いるんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） 開設当時から、１次募集、２次募集をしてございますけれ

ども、その後につきましては、随時募集しているということで、現在のところはホーム

ページのほうを開設して、申し込みをするという状況でございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 厚岸で、こういうことをやっておりまして、募集をしていますということを

知らない人が、厚岸町のホームページを開いて、こういうことをやっているんだなとわ

かる確率って、どのぐらいあるでしょうね、ほとんどないんじゃないですか。宣伝とい

うのはそういうものじゃないでしょう。全然知らない人、厚岸というのはどこにあるか

も、そんな町があるかっていうのも知らない人でも、今、いろいろな形でこういう新し

い事業に取り組みたいと思っている全国にいるその人に、こういう情報を伝達するのが

宣伝じゃないんですか。何をやっているんですか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） おっしゃるとおりだというふうに思いますけれども、現実
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に、今、早速ではありますけれども、そのような形で問い合わせを今できているという

段階でありますけれども、今度、新しくホームページもリニューアルしてバージョンア

ップするということで、それのほうに期待かけておりますけれども、今後、委員おっし

、 。ゃる内容について 参考にしながらＰＲ方法等も考えていきたいというふうに思います

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 1,000万円かけて立派なホームページつくったから、今度はそういうことをや

りたいなと思っている人にホームページさんが行って、厚岸町こういうことをやってい

るんですよと教えるわけじゃないんですよ。ホームページというのは、基本的に向こう

がこっちにアクセスをしない限り、こっちはあけないんですよ。だから、そんなことじ

ゃなくて、一つのやり方として、それがいいかどうは別にして、今、私のような素人が

思いつくんでもキノコ業界の業界紙みたいなものに宣伝を出すとか、あるいはいろいろ

都会でサラリーマンをやっていた人が、今度新しく田舎に入って農業やそういうものを

やりたいと、今、一つの流行みたいにテレビが出ていますよね。そういうような番組に

売り込むとか、あるいはそういう人たちが読むような本に宣伝を出すとか、いろいろな

やり方があると思う。

これ１件入ったら幾らの商売やっている人なら、一生懸命考えますよ。結局、来ても

いい、来なくてもいいという程度の話でもって、年に１件か２件問い合わせがあるもの

ですからというところに終始しているんじゃないんですか。４棟も空き家が出ているな

らば、それこそ一遍に50人100人来られたら、それは困るかもしれないけれども、やはり

厚岸ではこういう制度をつくって、こうやってやているんですよということを一生懸命

売り込むという姿勢が全く見られない。そして、とどのつまりが、いやいや一遍に４件

、 、 。なんていうことは これは私の立場で吹けないですから 年次計画でもって１人ずつと

それだって実現できるかどうか、今の状況ではわかりませんというぐらいのことしか言

えないんですというような答弁に終始している。じゃ何やっているかといったら、何も

やっていない、それじゃうまくないですね。これはきちんとした物の進め方をしていた

だきたいと、そのように思いますが、いかがでしょう。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ホームページについては、今、現状ではそこにたどり着く

のに少し時間が、何回か作業している時間かかりますから、それを改善してもっと見や

すい物にするというふうに今考えているところです。

それから、先ほど委員ご指摘があったとおり、いろいろな形で業界紙等ございます。

、 、 、私も業界紙については一つ 二つは知っていますけれども 確かにそういった新規就農

あるいは新規就業そういった記事、内容、それからＰＲの内容もやっているのはよく知

ってございます。そういったことも、できるだけお金をかけたくないというのはあるん

ですけれども、可能な限りそういった意味で、そういったことでＰＲできる方法があっ

たとか、そういったことも含めて今後検討して、ＰＲに努めてまいりたいというふうに
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思います。

せっかくあれだけの施設で、地域の産業を支えているああいった立派な施設がありま

すから、それらを有効にＰＲをして、今後の地域のあるいは産業の発展に寄与すべく今

後とも業務に当たっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 抽象論延々とやったってしょうがないので、もうちょっと具体的に聞きます

けれども、今、お金かけたくないんだというのはわかる、むだな金はかけたくないとい

うことで、必要な金かければいいんですよ。効果があるだけのものをかければいいんで

すから。

例えば、森産業でしたか、この地域は。そういう種屋さんがいるわけですよね、菌屋

さんというのかな、ちょっとそこ理解していないですけれども、そういうところも相談

していますか。厚岸町に新規就農、あんたのほうでもってわかったら、ちゃんと仲人役

やってくれませんかというようなことやっていますか。

それから、広告と私言ったら、それに乗って広告金かかるからかけたくないと言った

のだろうと思うけれども、その前に私言っているんですよね、いろいろなニュースにし

てもらうという方法だってあるんですよ。上手にやれば、例えば今の富良野なんて毎日

出ているでしょう。何とかいうタレントが行って、ラベンダー畑で遊んできたなんて、

あれ全部広告ですよ。でも広告の形とってないから、みんな見るんですよね。やりよう

ですよ。幾らでもあるでしょう。それやってください。

それから、最後に１点だけ、ちょっと事実確認しておきますが、昨日も何か議会の議

論の中で、菌床センターというのはつくって１年か２年したら、民間に委託する予定で

あったというような話がちょっと出ていたように思うんですが、そんな話はあったんで

すか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ちょっと前後しますけれども、最後のご質問についてです

けれども、このきのこ菌床センターについては、地場産業でありますキノコの生産者の

支援のための施設で建設をされたというふうに私は認識しておりますので、そのような

ことはないというふうに認識をしてございます。

それから、先ほどＰＲの関係でありますけれども、委員おっしゃるとおり、釧路新聞

に平成20年とことしと２回ほど記事を出していただいて、その記事を見たということで

１名入植者が出たということで、非常にその記事については好意的に書かれていて、非

常に私どもも感謝しております。委員おっしゃられるとおり、有効に使うと、有効に使

っていただくというか、そういった有効にＰＲしていただくことが生産者にも結びつい

てくるというふうに私も認識してございます。委員のおっしゃられたお話、十分検討さ

せていただきたいというふうに思います。
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●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 きのうから一生懸命キノコについて議論していただきまして、本当にありが

たく拝聴したわけでございます。一言、私も申し上げなきゃ。

、 、菌床センター立ち上げていただいて 約12年間ぐらい経過したわけなんですけれども

12年前と現在は、相当いろいろな面で変わっております。例えば、流通面これについて

も当時としては青果市場に出荷して、そこで競りで買っていただいたと、当時はそうい

う流通経路です。しかし、現在は、スーパーがこういう形で、一般小売店を押しのけて

というのかな、スーパーが台頭しまして、特に量販店が今販売の主流になりました。そ

れで流通については、市場の競りよりも８割方は大型店との取引が多く、８割方そうい

う形だということです。

そこでどういうふうに我々生産者が変わったかといいますと、個々の菌床の数といい

ますと、年間１万か２万ぐらいやっているような生産者も、だんだん淘汰されてきてい

るというのが現状でございます。上尾幌についてはキノコ組合というのがありまして、

キノコ組合がまとまって流通という形で流しているわけです。これ、私も前に議会で申

し上げたことありますけれども、以前は、要するに厚岸町から土地借りて生産している

わけですから、ただ途中から、当時の行政は要するに組合組織、特に組合組織といいま

しても法人化したきちっとした組合でないと、土地は貸しませんよという形だったんで

すよ。

ところが、ある時点から、それはなくなりましたよ。個人でも貸借できますよという

ことから、組合から脱却をする方が約半分ぐらい出ました。やはり組合に入っています

と、組合費やいろいろな面で考えたんですね。そういったいろいろな制約がありました

んで、個人のほうが気楽でいいと、生産できるということで組合離れた方が大体４割は

いたんですけれども、そういう形で組合からはみ出た方、現在も就農していますけれど

も、やっぱりこういう方々は非常に今苦労されています。いろいろな面で。

先ほど言ったように、流通が変わったことから、要するにロット勝負なんですね。10

箱よりも100箱あったほうが、今、本当の大きいスーパーばかりですから、単位が全然違

うんですね。１日500箱くれ、1,000箱くれというような、そういう規模の会社が今生き

残ってやっているんですから、それに対応するにはやはりまとまらんきゃなんないです

ね。ただ、まとめるといっても生産者個々個人営業ですから、無理して組合入るという

ことにはなりません。ただ、昔はそういうたががありましたんで、何だかんだ組合の中

で生産したんですけれども、現在は残念ながら６割程度しか組合に入っていないですと

いう形で、今、そういうふうにやっております。

それでもう一つは、生産者も最近、全国的に土建業界、建築業界、これが非常に商売

が厳しいということで、大手のそういう業界がキノコにも参入してきました。菌床の数
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、 、 。といいますと 100万個だとか そういう大規模な経営をする会社が出てきているんです

我々も、そういうところに対抗していかなければなりません。ただし、今の菌床センタ

ーの菌床の生産量、年間大体50万というようなのが目標の数なんですけれども、この程

度の規模の生産では、そういうところに対抗していけなくなるんではないのかと、そう

いうふうに感じてしまう私がおります。だから、この辺をどういうふうにクリアするか

ですね、これから一つの大きな課題なのかなと、そういうふうにも考えております。

それともう一つは、需要と消費のバランスですね、これは森産業は日本で一番大きい

種菌屋さんなんですけれども、森さんが中心になって、我々のキノコをそこに集めて、

そして全国に流すという形で、流通面でもやっていただいている。その辺の森産業あた

りの情報を聞かれて、需要のバランスをこれ以上生産した場合将来どうなるか、もう満

杯なのか、もっと足りないのか、その辺はメーカーさんではきちっと把握しているはず

なんです。そういうことをきちっと、これからメーカーさんあたりの情報を得て、違っ

た形の生産の仕方、この辺をきちっとわきまえて将来の計画設計をしていただきたいな

と、そのように考えるんですけれども、まずいかがなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず１点目の組合の方々だんだん減少をしてきておるとい

うことで、そういう形のスーパー、そういったところにまとめて要は出荷の個数、その

他まとまれば力といいますか、力関係になって、それも地域としても有利になると、そ

ういうことだと思います。そういったことで、組合員の減少を歯どめをかけたいという

お話もされておりましたけれども、私もそういうふうに思いますので、このことにつき

ましては地域の協力を得ながら、今後、進めていきたいというふうに思います。

、 、 、それから 森産業につきましては そういったことで今まで技術のアドバイザーとか

それから個人のところに出向いていただいて、いろいろなアドバイス・技術指導等いた

だいております。そういったことを私も重々承知をしてございます。今後とも良好な関

係を保ちながら、森産業さんのご提言も聞きながら、上尾幌のキノコの菌床の振興に、

そういったほうも聞きながら役立てていきたいなというふうに考えてございます。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 先ほどもちょっと触れましたけれども、やはりこれから我々生き残っていく

ためには やはり同等の勝負せんきゃならないですよ どうしても そうなると 今の50、 、 。 、

万菌床の生産では対応できないですよ。厚岸町の菌床センターというのは、まず北海道

でナンバーワンの施設だと思うんです。まだまだ何というか小規模な施設、菌床つくっ

ているところが何カ所かあるんですけれども、まだまだあそこよりも規模の小さいそう

いう工場でも100万以上つくっているんですよね、年間。多いところは150万ぐらいで、

大体３倍ぐらいつくっているんですよ だから あの菌床センターはフル活動すれば 100。 、 、

倍以上にもできるわけなんですけれども、これから生き残るためにはぜひロットでもっ
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て勝負もせんきゃなんないわけですから、この辺も考えていただきたいなというのが一

つあります。

それから、先ほどから用地についてのご議論をしていただいておりました。私なりに

どうしたらいいのかなというのは、考えはあったんですけれども、それでちょっとお聞

きしたいのは、先ほども学校グラウンドの跡地の話ありましたけれども、あそこ一時、

ヘリポートの話もありましたよね。たしかあったと思って、ヘリポートの離発着地とい

うんですか、そういうことでもって転用できるのか。

、 、 、 、 、 、それから また 残念ながら上尾幌 今 子供さん ほとんどいないんですけれども

。 。あそこ児童公園があります 児童公園も非常にハウス建てるには立地のいいところです

あの辺をそういうものに転用していけるものか、この辺の見解をちょっとお伺いしたい

んですけれども。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） まず１点目の関係であります。現在、50万菌床ということ

で、菌床センター生産をしてございます。この増の考えといいますか、今後の方針とい

いますか、そういったご質問でありますけれども、この件につきましては、現場の声も

。 、 。もちろん必要だと思います 人員 あるいはスペースのほうも関係してくると思います

そういったキノコ菌床、あるいはそういった生産者の状況等勘案しながら、これらにつ

いてはいつか将来必ずこの話が出てくると思いますが、そういったことで現場ともこの

件については、協議して検討していきたいというふうに考えてございます。

、 、 、それから 児童公園のほうの民地の関係につきましては 今のところ私どもとしては

、 。 、児童公園を経営するという考えは 現在のところは持ち合わせてございません ほかに

仮に何人か今の残地が消化、収容しきれずにあふれるようなことがございます。そうい

ったことになるとしましたら、ほかの例えば農家の農地の保護、ほかに大きな用地があ

るか、そういったことも含めて総体的な形で、用地のほうを見ていきたいなというふう

に考えてございます。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 これは、今、すぐどうのこうのということは申しません。将来、そういうこ

とも検討に、課題にしていただきたいなと、そのように考えております。

また、今の菌床センターの中にハウスが何個あるのかな、大きいのが、六つだったで

すね、あれも活用の仕方によっては余りたくさんいらないんですよね。というのは、こ

れもちょっとご返答いただきたいんですけれども、当初の契約では菌床が発生して、で

きてから60以内に我々が持っていくと、生産者に渡すという約束だったんですよ。とこ

、 、 、ろが 最近では多い人は６カ月以上も置いていると ４カ月くらいがざらなんですよね

遅い人は６カ月くらいは置いているみたいですけれども、ああいう形をなくして、もっ

と早く生産者に渡すようなことしないと、あの大きいハウスのうち半分はまた生産に使
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えるんですよね。

もう一つは、当初の契約どおり、２カ月以内に持っていく方も同じ単価、４カ月置い

ても同じ単価、６カ月置いても同じ単価でした。これは非常に不合理だと思うんですよ

ね。私、前にも言ったことがあるんですけれども、遅く持っていく方は自分のハウスへ

持ってくると、いろいろな面で経費かかりますから、少し長くは置きたいだろうと思う

んですけれども、あの辺の不合理さはぜひ解消してもらいたいなと、このように思いま

すけれども、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） ただいまのご意見でありますけれども、公平性を期すため

にもそういう状況があれば、解消をしていきたいというふうに考えてございますので、

ご理解をいただきたいと存じます。

●委員長（竹田委員） いいですか。

他にございませんか。

10番谷口委員。

●谷口委員 もうキノコは腹いっぱいなんですね。林道についてちょっと伺いたいんです

けれども、最近わかったんですけれども、生活道路といいますか、そういう形で使われ

ている道路の中に一部林道があると。林道の一部を生活道路と、そういうところがある

というのがわかったんですけれども、今回、もう時間も迫っていますが、お願いなんで

すけれども、12月の議会までに、そういう林道が他にもあるのかどうなのか、資料で示

していただきたいな。

例えば、今回は私が言っているのは尾幌のルークシュポール林道なんですが、そのほ

かにもそのような生活道路等があるのか。それから、例えば林道として使われている、

つくられたけれども、産業用の農業だとか漁業だとかその他の用途でも使われている道

路があるのかというような道路があるのか。それから、農道はきちっとほとんどが町道

に移管されているのかなというふうにも思うんですけれども、所管課が違うばかりに、

さてちょっと直していただきたいなというようなお願いをしたら 「うちでありません」、

と、あっさり断られてしまうとちょっと困るんですけれども、そのあたりの管理がどう

なっているかも含めて、資料として12月の議会までに用意をしていただきたいというふ

うにお願いなんですが、できるでしょうか。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 林道を所管している私の立場からご答弁申し上げます。

建設目的は林道でありますから、その林道は周辺域の森林整備に使う目的でつくった

ものでございますが、ただし、幹線道路を起点として終点も幹線道路につながっている

道路であれば、自由に行き来できる道路もございます。そういった場合は、生活的にも
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使われている道路が現実的にあります。それと、行きどまりの道路であっても、その終

点に行く過程において居住されている家がある場合とか、それから何らかの作業上、使

っているという道路もございます。厳密な意味で何々というふうには申し上げられませ

んけれども、ある程度の想定の中で資料はご提示できると思いますので、用意させてい

ただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時44分休憩

午後２時45分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

資料の要求ということで、12月の次の定例会までということで、10番委員さんよろし

いですね。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） じゃ、担当課、よろしくお願いします。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、30ページ。

３項水産業費。

今、３項水産業費でとまったんですけれども、水産業費でいいですか。

２目水産振興費。

９番菊池委員。

●菊池委員 ここでお聞きします。市場高度衛生管理システム導入事業770万円、この内容

について説明願います。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

●産業振興課長（大崎課長） この市場の高度衛生管理システム導入事業770万円の件であ

ります。

、 、 。 、この件につきましては 市場に現在 水槽が八つございます そのうち六つはカキで

残るのはその他の貝、ホッキ、あるいはホタテ、アサリ、そういった水槽が一つ、残り

が活魚ということで、全部で八つの水槽があるわけですけれども、今はろ過されて、殺
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菌された海水を水槽にかけ流しで使用していたということで、海水入れたらオーバーフ

ローする形で、かけ流しということでした。したがいまして、温度管理をする上で水槽

の温度管理ができないと、そういった状況でございました。こういうことから、その温

度管理をするためにはかけ流しをやめまして、循環式に切りかえると、そういったこと

に切りかえるために、冷凍機と加熱ヒーターを備えたシステムを導入すると、その事業

がメインでございます。

それと、この事業で616万円、それから魚タンク、これはサンマとか魚タンクですけれ

ども、これが20基入れます。それが400万円。それから、貯水槽、これ現在30トン型の貯

水槽が２基ありますけれども、それをもう１基ふやして３基にしたいということと、あ

と据えつけ工事費含めて1,623万円が事業費ということで、この事業費のうち770万円が

地域の歳入でございますけれども、地域政策総合補助金ということで、北海道のほうか

ら補助金として出るという、そのための事業主体が漁業協同組合であります。

以上であります。

●委員長（竹田委員） ９番菊池委員。

●菊池委員 わかりました。主に貝類、カキ、アサリ、ホタテが主体で一部活魚ですね、

これを循環式の水槽に使うということですね。

それと、環境生態系保全活動支援事業、この内容に教えてください。

●委員長（竹田委員） 産業振興課長。

（ ） 。●産業振興課長 大崎課長 環境生態系の保全活動支援事業423万円の関係でございます

この件につきましては、干潟、あるいは藻場、これらについては皆さんご存じのとお

り、産卵場所の提供などそういった水産資源の保護、あるいは培養ということで重要な

役割を果たすとともに、水質の浄化、あるいは広域的機能の発揮、それを支える社会の

共通の資源でございます。厚岸で言いますと、厚岸湖が一番いい例かなというふうに思

います。こういった藻場、あるいは干潟、こういった機能については、これまでは漁業

者とかが、漁業活動のかたわらに保全活動を行いながら、こういったことで維持を、こ

ういった機能は維持をされてきたという現状がございます。

しかし、全国的には海温の変化によりまして、保全する面積とかがだんだん大きくな

りまして、そのほかに、それと反比例するように漁業者も減少してきたり、あるいは高

齢者の方が高齢化によって、必要な活動量が全国的に確保できなくなった。そういうこ

とから、藻場、あるいは干潟の持っている機能の低下、そういったものが目立ってきた

ということで、このままだと資源がどんどんどんどん減ってきたり、水揚げの減少、あ

るいは水質の悪化につながるということで、漁業者が地域を交えて行う干潟、あるいは

藻場の機能回復と維持に関する活動を行った場合に、国がそれを支援していくという事

業が今回新たにできました。

今回は、たまたまこの事業に該当するのが昆布漁場の改良事業と、それからサンカク

ツブの事業がこの事業に該当するということになりまして、環境生態系の保全活動を行
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う組織に対して交付金の交付を行うと、そういった内容であります。

今まで町で単独で、町単の事業で昆布の漁場改良事業とサンカクツブの事業やってご

ざいましたけれども、今後、５年間この一部ですけれども、サンカクツブのほうは全額

ですが、昆布の漁場の改良事業については、一部この交付金事業でできるこになったと

いうことで、この事業を行うことによりまして、町と漁業協同組合、それから漁業者、

、 、それぞれの負担が減るということになったので この事業を行いたいということで今回

補正計上をしたわけでございます。

その補正の内容でありますけれども、まず昆布漁場の改良事業については一部1,220万

円、国の交付金事業で行うことになりました。通常であれば、今まで5,000万円の事業規

模で行っていた昆布漁場の改良事業、そのうち1,220万円を国の事業に振りかえます。し

たがいまして、振りかえた関係で、国50・北海道25の補助金が出ます。それで地元負担

金、これは地元負担ということで25％、305万円、これについて生態系の保全事業に充て

ようと、この負担金が305万円。それから、サンカクツブの地元の負担金、これは地元負

担金が全部で101万7,000円という形で、これらを合わせて全部で432万円という事業費で

予算を計上させていただいたという内容でございます。

●委員長（竹田委員） ９番菊池委員。

●菊池委員 わかりました。結局、近年、外来種も増えて、生態系の変化かが起きている

動植物、動物にしても植物にしても生態系の変化が起きていると。外来種の動植物が増

えてきていますから、肉食性マキガキ駆除事業を先ほど課長の説明では、振りかえで実

施するものということで説明ございましたけれども、干潟、藻場これらの保全活動に使

用するということでございますね。わかりました。いいです。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、３目漁業管理費。５目養殖事業費。

34ページ。

６款１項商工費、１目商工総務費。３目食文化振興費。

ございませんか。

10番谷口委員。

●谷口委員 ここの味覚ターミナルの整備事業、何か冷凍機がどうのこうのというような

お話でしたけれども、もう少し詳しく説明してください。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。
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今回上げております工事請負費136万5,000円の内容でございますけれども、これにつ

きましては味覚ターミナルコンキリエ施設２階にあります冷凍庫、それから冷蔵庫、こ

れが建物施設としてあるわけでございますけれども、こちらのほうの冷却用のコンプレ

ッサーの機械、これは３階のほうに系統として持って、機械そのものは３階の屋上に据

えつけてございます。その２基あるうちの１基がダウンしてしまった、故障してしまっ

たということによります取り替えの交換工事でございます。内容につきましては、そう

いう内容になってございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 この冷凍機だとか冷蔵庫だとかこういう機械類というのは、これは町の施設

なんですか、それとも第三セクターの設備なんですが、どっちなんですか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げます。

施設につきましては、基本的に全部町のものということでございまして、一部備品関

係でコンキリエのほう、いわゆる会社側のほうにお預けしているのもございますけれど

も、今回の場合は建物施設の設備の一つということでございまして、これにつきまして

の考え方は、基本的にすべて所有者である町のほうでの補修という形で、これまでにも

行ってきている内容のものでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 コンキリエの営業内容、実績等を考えると、余りああだこうだということに

なると、大変なのかなと思いますけれども、やはり一般的に商売をやる場合は、建物等

は、大概は借りても中の物、あるいは内装等はそれぞれの業者、企業が自分の商売に合

ったようにやっていくのが当たり前ですよね。テナントとして入る商売の人たちが、一

々おまえのところのビルに冷蔵庫がないからできないなんていう商売はある意味、普通

はあり得ないことだと思うんですけれども、そうであればやはりこういうものに対して

も、自前でやれるような方向に持っていくという努力もどこかで行っていただかなけれ

ば、やはり困るんではないのかなというふうに思うんですよね。あれも町の施設、これ

も町の施設、それでもうけだはコンキリエというのでは、やっぱり町民も納得しないこ

とになるんではないのかなというふうに思うんですよ。その辺については、営業努力を

しながらもやっぱりそこら辺も改善もしていくと、あるいは町のほうは改善を促すとい

う立場をとっていただかなければ、困るんではないのかなというふうに思うんですが、

いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思いますけれども、今回の冷

蔵庫、冷凍庫というのは、いわゆる建物の中の間仕切りといいましょうか、そういう一

つの区画として設置されている、いわゆる移動してうごかせれるような内容のものでは

ないと、建物を設備施設の一部だということでご理解をいただきたいと思うんです。

基本的に、これまでの考え方でございますけれども、会社のほうにおきましては要す

るにあの建物、いわゆる町の施設設備これを利用して、そこの物を利用しながら、そこ

での販売であるとか、食品の提供であるとか、それから管理・運営、こういったような

ものをすべて今現在指定管理ということですから、そちらのほうを運営・管理を行って

もらうという基本的な考え方でこれまでにも来てございます。

そういうような状況の中で、当然、契約でございますから、そういった考え方の中で

基本的には管理を委託する町側のほうで施設のほうについての補修、こういったものに

ついては行っていくというような、基本的な考え方でもって進んできているということ

でございます。実態として、要するに会社のほうといいましょうか、身近にそういうふ

うに手かけれるような状態では現在ないということもございまして、現在の契約の中で

、 、は双方協議という言葉になっておりますけれども 実態として今までの流れとしますと

そういう建物施設・設備については町のほうの財産でございますから、町のほうで補修

をしてきているということが実態であると、このようにご理解をいただきたいというふ

うに思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 今、課長おっしゃっていることはわかるんですよね。立ち上げのときのいき

、 、 、 。 、さつ その後の経営状況 そういうものからすると そう簡単なものではないと ただ

物すごい好転した場合には、そうしたらどうなるんだということなんですよ。当分、そ

ういうことはないから、全然おまえ心配するなというのは、だろうというふうに私は思

うんですけれども、ですけれども、やはり一般的に商業活動をしている人たちは、それ

ぞれが大変な苦労しながら、よく血の出るようなだとかいろいろありますよね。そうい

うご苦労をされながら、いろいろな工夫も凝らして事業活動進めているわけですよ。そ

うであれば、ここは改善できたぞというようなものも、たまには私たちにも見せていた

だきたいなというふうに思うんですよ。そのあたりではいかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 思いといたしましては、谷口委員さんがおっしゃる

思いと私も同様の思いとしてありますけれども、基本的ないわゆる今の施設の状況であ

るとか、そういう状況から考えますと、これは今の現状の方法でやむを得ずやらざるを

得ないと、こういうふうに理解しております。

将来、本当に大きく好転していったとき、こういったいろいろな手法での町への還元

というような方法もあろうかと思いますけれども、今、ここでそれを論じるのはいかが

かというふうに思いますけれども、現状等々、それから施設の目的だと、そういったよ
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うな現状等々考えますと、これはこれまで進めてきたような形の中で当面進めていかざ

るを得ないだろうと、このように考えてございます。

●委員長（竹田委員） いいですか。

休憩します。

午後３時05分休憩

午後３時35分再開

●委員長（竹田委員） 委員会を再開します。

34ページ。

食文化振興費。

９番菊池委員。

●菊池委員 議案第60号の説明資料で書いているのは、商工費、厚岸味覚ターミナル整備

事業、事業内容、冷凍・冷蔵用コンプレッサー等更新136万5,000円、そうすると、予算

書が136万5,000円合います。実施計画で見ると、さっき冷凍機の関係でしゃべっていま

したけれども、展示用の冷凍機の整備一式、温風暖房機整備８台、こういうふうに載っ

ているんですよね。この辺ちょっと説明してください。事業内容の項目の名称が違うよ

うに感じるんですが。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

、 、今回予算 それから経済危機対策臨時交付金を充当しての予算でございますけれども

これにつきましては、本年度におきまして故障が、事実が発生したということでござい

まして、これに伴います補修、緊急対応ということでございます。したがいまして、実

施計画、つまり３カ年整備実施計画の内容かと思いますけれども、こちらのほうに登載

されている事業ではございません。これに未登載の事業を緊急的に行ったということで

ございます。

それで、実施計画のほうに上がっております温風暖房機類、それから展示用の冷凍機

整備という部分につきましては、これは20年度までに実施済みの事業ということで、こ

ちらのほうに掲載がされているということでございまして、展示用の冷凍機の整備とい

、 、 、う部分につきましては 20年度におきまして これも緊急的に発生いたしまたけれども

１階の冷凍機そちらのほうの故障に対応した事業ということでございまして、今回の事

業については３カ年整備計画には計上されていないということでございますので、ご理

解をお願いします。

●委員長（竹田委員） ９番菊池委員。
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●菊池委員 そうすると、実施計画の総事業費2,110万1,000円、この中の135万円ではない

ということですか、そういうことになりますね。それから、21年度の第１年次、外部窓

枠塗装工事一式、レストランカーペット張り替え、公共下水道接続工事、玄関ポーチ改

修一式、813万8,000円、これとは全く違うということですね。2,110万1,000円の中に入っ

ていないということですね、説明が。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） おっしゃられるとおりでございまして、この３カ年

上の実施計画事業にはふくまっておりません。先ほども申しましたけれども、故障とい

う事実が発生したということに伴います緊急対応ということでございますので、これら

３カ年に上がっている事業費には計上されていない事業であるということでご理解をい

ただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

２番堀委員。

●堀委員 私も同じく、冷凍・冷蔵用コンプレッサーの更新について聞きたいんですけれ

ども、先ほど来、課長のほうで説明していましたけれども、これは建物に附随するもの

なんだということなんですよね。ただ、やはり使用するに当たっては、営業するために

使用するのであって、別に営業で使わなければそれはそのまま置いておけばいいだけと

いうもので、使用に当たってこれは壊れたものであるというふうに思わなければならな

い。町の備品を営業で使わせるといったときには、これはやはり何らかの使用料を賦課

するなりというものを考えないと つじつまが合わないだろうと 施設の維持管理は1,500、 。

万円で払いましたよ、冬期の営業損失補償として1,000万円を委託費に上乗せしましたよ

といった中で、じゃ営業で使っているこういうものが壊れたものまでも、全部それじゃ

。 、町のほうで負担しますよというのはおかしいと やはり壊れたこういうものに関しては

やはり使用料をきちんと取るという区分分けをしていかなければ、何でもかんでも町が

持つというものは、町民の意識的にやはり納得というものがなかなか難しいんじゃない

かと。こういうものをやって、例えば10年とかそういった中で使用料として町はもらっ

ているんですよとか、そういうふうにしていかなければ、そういう整理を、これ以外に

もほかにも営業で使っているものというのは多々あると思いますが、備品台帳よこせと

、 、 、は言いませんけれども 営業で使用しているものに関しては やはり使用料を賦課する

賦課徴収するというものを整理していくべきだなというふうに思うんですけれども、そ

の点についてはどうでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 先ほど、10番委員さんのほうにもお答え申し上げま
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したけれども、味覚ターミナル事業につきましては、立ち上げた当初から施設設備こう

いったものについては町で、もちろん町の施設として町の財産として管理していく。そ

れで、基本的にそこで行う管理、それから販売、今は食事の提供もそうですけれども、

そういった部分含めて、その業務を委託するという考え方のもとで行ってきてございま

す。ですから、そこにテナントで入って自由な営業をしてくださいとか、そういうよう

な性格のものではなく、あくまでも町の設置した目的の業務を行わせるという中で、そ

の業務を委託しているという考え方の中で今日まで至ってございます。

そういった考え方の中から建物本体含めまして、設備そのものについては経年の中で

老朽化してきている、補修が必要になってくるというものについては、これは業務をや

らせるという委託側のほうである町のほうで補修をしていく。細かな小さなものについ

ては別件といたしまして、基本的な考え方としては、町のほうで補修をしていくのだ。

その上で業務の受託行為を、委託行為といいましょうか、委託行為を続けていくという

ような考え方の中で今日まで来てございます。その考え方の中で、今回も補修を町のほ

うで行いたいということでございますので、その辺の点についてご理解をいただきたい

というふうに存じます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 それは先ほど来、９番委員さん、10番委員さんの質問の中で答えてたからわか

るんですけれども、ただ、やはりそれでは納得できないというところがあるという。だ

から、私が聞いているのは、それを改めて整理すべきところじゃないのかと、こういう

ところが、そういうふうに聞いているんですけれども、そういうふうにしていくという

考え方はないんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） その考え方持っていくという形になりますと、いわ

ゆるテナントでのそこの営業といいましょうか、館を貸し出しするというような考え方

に、考え方そのものを改めるというような形になろうかと思います。

ただ、現在の味覚ターミナル事業の部分については、これまでにもいろいろ議論して

おりますけれども、一定の公共性というような部分を加味しながら、運営に当たってき

ているという内容でございます。現実的に、あそこの業務、非常に経営厳しい内容でご

ざいまして、それを今すぐ改めてそういうテナント、いわゆる完全なる民間経営のほう

に移すというような考え方、計画、これにつきましては今のところ持ち合わせていない

ということでございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 私も1,000万円の冬期の営業損失補償でもないのであったらば、余りこういうこ

とは言わないんですけれども、やはり営業補償というものをしている以上、そして今年
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度の第三セクターのほうの会社のほうは、黒字化の事業計画というものを持っているわ

けですから、そういった中では会社のほうにも体力というものは、十分にあるというふ

。 、 、うに私方は思うんですよね であるからこそ やはりこういう整理というものが今後は

1,000万円の営業損失補償出していく以上は、この整理というのは避けて通れないんじゃ

ないかと思うんです。

そちらのほうがそうじゃないと言うんであれば、これについては調査特別委員会のほ

うでもありますんで、また、そちらのほうでもやりたいとは思うんですけれども、やは

り町民の意識としては何でもかんでも町のほうで、建物本体が補修が必要だとかという

んであれば、これは修理が必要でしょうけれども、営業で使っているこういうものまで

も町のほうで、これに対して何ら使用料関係を賦課してないというんであれば、やはり

これは私方がどう町民の人方に説明しても、理解を得るというのは難しいなというふう

に思わざるを得ない。先ほども言いましたけれども、これについては調査特別委員会と

いうのもありますから、その中でもまたやりたいとは思うんですけれども、どういうふ

うに締めよう。そういった中では、町のほうでも何でもかんでも今までどおりというも

のじゃなくて、やはり今までどおりと違って営業の損失補償というものもしている以上

は、町の味覚ターミナルへのかかわり方というのも考えていっていただきたいと、再考

する時期に来ているんではないのかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう

か。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） おっしゃられるように、現在、特別委員会ございま

して、そちらのほうでもいろいろまた議論していただければなというふうに思いますけ

れども、先ほどからの繰り返しになると思いますけれども、私ども今、味覚ターミナル

コンキリエの事業を立ち上げる段階におきまして、これについての一切町が直営でやる

のではなく、その業務そのものについていわゆる民間委託をするんだという形の中で、

その管理、それから業務、運営ですね、館を使っての運営、そちらを町にかわってやっ

てくださいということでございます。そういう基本的な形でございます。

これが、今の指定管理業務の協定の中にも、継続されてきているということでござい

ます。基本的にそこに使用料が、今日の形態からしますと、そこに使用料が発生すると

いうような形態にはならないというふうに考えておりますし、そういった業務を継続さ

せるために必要な部分、安定的な経営をしてもらわなければならないということでござ

いまして、これはもちろん受託した会社での自助努力、これは当然のことではございま

すけれども、委託側のほうとしての町、事業を継続させるために必要な措置、これも考

えていかなければならない、このように私は考えてございます。そういった考え方の中

のもとで、現在、これまでの補助金、あるいは委託料、それからこういった補修に対し

ます基本的な考え方、こういう形の中で今日まで進んでいるということでございますの

で、その点、ご理解をいただきたいというふうに存じます。

●委員長（竹田委員） ２番委員さん、よろしいですか。
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他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、36ページ。

７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。２目道路新設改良費。

６項住宅費、２目住宅管理費。

１番音喜多委員。

●音喜多委員 今回、町営住宅、今回もという感じですが、町営住宅の施設整備管理事業

、 、 、ということで 今まで今回の景気浮揚策の関係含めて いろいろやってきておりますが

この事業を含めてまだやるというか、公営住宅を維持管理していく上で、まだやらなけ

ればいけないというところはあるのかどうなのか、営繕の関係でですね。かなり物置か

ら換気扇の問題やらずっと改良してきていますけれども、今回の事業終わって、なおか

つ未着工というか、ここ改善したほうがいいという要望が出ているけれども、まだ残っ

、 、 、ているという やらなければならないようなところというのは やり残しというのかな

そういったところはまだあるんですか。今回、これですべて終わりということになるの

でしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 町営住宅の維持修繕の関係でございますけれども、今回、地域

活性化経済危機対策事業、こういった関連でかなりの修繕等を整備してまいりました。

ただ、入居者からの要望等、これら私ども毎年、１年に１回は入居者懇談会を開いて、

要望なり意見等を聞いております。この間もつい先月、入居者懇談会を開催いたしまし

て、そういった要望等も聞いてまいりましたけれども、やはり換気扇の問題というのは

また出てきてございます。それは要望等の中で、今回、例えば奔渡団地等の換気扇も行

いましたけれども、まだ不足している部分も出てきているといった要望等は出てきてお

ります。ただ、大まかな今まで地域の方と、入居者との方とお話をした中で要望、意見

等聞いた中での改善は、かなり今回のものでされたということでございます。

、 、 、 、 。ただし 今後 機械物 設備関係というのが各宮園団地 梅香団地等ではございます

そういった機械・設備関係のものについては、今後、老朽化に伴い改修が必要となって

くると、そういったものも今後出てくることは考えているものでございます。

●委員長（竹田委員） １番音喜多委員。

●音喜多委員 過去に要望書を出されて、今回の景気浮揚策でかなりやっていると思いま

す。細かいことは言いませんが、やっぱりその要望の中で優先順位をつけてやってきて

いると思うんですよ。その優先順位を高い順に、今回の景気浮揚策の中でやられている

んだろうと思うんですが、今回のこれで景気浮揚策の関連というか、ことでは今回がこ
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れで最後になりますか、予算的には。今回のやり残したというか、優先順位の高い、そ

れこそ住民からの要望というか、入居者からの要望の中で高い、今、一部としては換気

扇の話も出ていましたが、これだけではないような気がするんですよ。その辺のこれか

、 、らの見通し さっき計画的にやっていかなければいけないものはあるようですけれども

それはそれとして当然やっていかなければならない思います。しかし、長年繰り越し繰

り越しというか今日まで引っ張ってきて、今回の景気浮揚策でやってはきているが、な

おかつ積み残しがあるのかどうなのか、その辺はいかがですか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えをいたします。

長年、改善等必要なもので積み残しがなっているといったものは、今回の事業で私ど

もは改善されたというふうに考えてございます。ただ、入居者の要望等というのは毎回

やることによって、新たな要望等が出てまいります。私たちの気づかない部分も当然出

てまいります。そういったことはまた随時、懇談会等の意見を聞きながら対処していき

たいというふうに考えているところでございます。

●委員長（竹田委員） １番音喜多委員。

●音喜多委員 わかりました。すると、ほぼ長年懸案になっていた重要なことというか、

、 、 。大事なことについては 今回 一区切りがついたというふうに理解していいわけですね

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

長年懸案となっていたということですけれども、それは地域か入居者の方から意見と

要望等があった話の中では、今回の事業等で、ほぼやれたというふうに考えてございま

す。ただ、年月たっていくことに従って老朽化する、例えば壁の塗装だとかそういった

維持修繕等は、今後、定期的なサイクルの中でまた行っていかなければならないという

ふうに考えているところでございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、40ページ。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費。

13番室﨑委員。
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●室﨑委員 ここの訴訟事務というのが出ているんですが、この内容について説明してく

ださい。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） お答えさせていただきます。

今回の訴訟事務、費用弁償として１万1,000円計上させていただきましたのは、平成19

年に発生いたしました上尾幌中学校で起きました事件に絡みまして、傷害賠償請求事件

がとり行われておりまして、今回、何回かずっと公判が続いておりますが、実は今日、

公判の日でありまして、その公判に （発言する者あり）、

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後３時58分休憩

午後３時59分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

●管理課長（須佐課長） 大変申しわけございません。慎重に答えさせていただきます。

その公判が現在続いておりまして、実は今日、その公判にかかわってそれぞれの証人

尋問が行われております。私どもの証人として立っていただく方の費用弁償として、今

回、補正予算を計上させていただきました。

よろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 民事事件なんですね。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） これは、民事の損害賠償請求事件でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 過日の交通事故のその後の経過というか、それはどうでしょうか、教えてい

ただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 管理課長。
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●管理課長（須佐課長） 実は、６月に発生しました交通事故、その後、私どもの運行し

ておりますスクールバスの運行管理体制をきちっと見直しをしたいというご報告をさせ

ていただきましたし、そういった中では、これまでの運行体制をさらに改めながら、必

要な要綱等々を整備させていただきまして、現在、委託をしております業者のほうにも

私どもの考え方、スクールバスの運行マニュアル等も作成しまして、きちっと説明させ

ていただきました。

なお、これらの取り組みにつきましては、その後、遺族のほうにもお伺いしまして、

こういった形で教育委員会のほうでは運行体制を改めて、きちっと対応させていただく

という旨をご報告させてもらいましたし、これまでさまざまな、若干、自宅敷地内への

乗り入れの問題等々懸念をされておりましたが、そういった部分での今後の対応につい

て明確な基準をつくりまして、現在、運行させていただいているところでございます。

先般、７月23日の道新にもその旨、委員会での運行方法を改めるという形で報道もさ

れまして、こういった形で現在それぞれ運行させていただいております。

なお、これまでは不明確な形で自宅敷地内への乗り入れというのをやっておりました

が、そういった中で今回のことを契機に、父母のほうから自宅敷地内への乗り入れの申

、 、出書というのをいただきまして 自分の敷地の管理は自分もきちっとするという前提で

、 、そういったお互いの納得した形での乗り入れをするということもルール化しまして 今

すべての皆さんからそういった届出書をいただきまして、私どもも運行させていただい

ているという状況でありますので、ご理解願います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 そうすると、スクールバスについては、この間の新聞報道と今の説明のとお

り、運行の改善、運行等検討しながら改善をしてきていると。これは全町的に、そうい

う方向で変わったんでしょうか。例えば、糸魚沢であるとか尾幌とか上尾幌も、上尾幌

なんかは余りないですけれども、そういうふうにすべて敷地内の乗り入れ等も行うとい

うふうになってきているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 今、お尋ねにありましたとおり、太田のほうの小中学校につい

ては、夏休み前にそういったことをやってきましたし、その後、真龍小・中学校、それ

ぞれ学校のほうから説明をし、あるいは父兄に書類の提出を求めて、それぞれ提出して

いただいておりますので、糸魚沢や尾幌、上尾幌の部分もそういった意味で、自宅敷地

内の乗り入れについては手続を全部終わっております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「
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●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） ２目事務局費。

２項小学校費、１目学校運営費。２目学校管理費。

３項中学校費、２目学校管理費。

10番谷口委員。

●谷口委員 厚岸小学校も耐震の補強事業あるんですけれども、今回、耐震補強事業行う

に当たって全校舎、まことに申しわけないんですけれども、厚岸小学校も含めて答弁願

いたいんですけれども、全校舎含めて耐震補強事業をやるということでしょうか、この

事業費は、どこからどこまでをやるとなっている事業費なんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 小学校につきましては、一番古いほうの校舎等の部分の補強工

事になりますし、中学校は校舎の部分、全部になります。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 前に100何十万円だかで事業費組んでいましたよね、厚岸小学校、180万円だ

ったかな、ちょっと予算忘れた。前に耐震補強工事か何かを、あれは調査費、そうか、

わかりました。これは古いほうの校舎を厚岸小学校はやる、それから中学校は校舎全体

をやるということですね。わかりました。

それで、結果的に今度は、厚岸小学校は古い校舎ですから、ほとんど使われていない

から完全に行き来できないようにして工事を進めますよね。ところが、厚岸中学校は全

校舎が耐震補強工事の対象校舎というですよね、そうしたら耐震補強工事をやらない校

舎というのは、いつ大きな地震が来てぺしゃといくかわからない校舎で、今、子供たち

が勉強しているということなんですよね。ですから補強工事をやるということになると

思うんですけれども、厚岸小学校は完全に補強工事が必要なところは行き来できなくな

っていますけれども、厚岸中学校はどうやってやるのですか。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 厚岸小学校の措置をとるときも、ご理解いただいたんですけれ

ども、ごく一部の特別教室だけなんですよ、厚岸小学校の場合は。ですから、あえてあ

そこを使わなくても若干の安い改修費を使うだけで、あそこを使わずに工事ができると

いうことなので、厚岸小学校の場合は、今、立入禁止の措置をとらせていただいており

ます。
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ただ、そのときもお話ししたんですが、構造上、厚岸中学校の耐震補強は一棟ですか

ら、今回の耐震調査をすれば、それなりの低い数字が出てくるであろうということは想

、 、 、定されますし それについて言うと 学校を休んでやるということにはなりませんので

できるだけ早くの機会に学校を使いながら、耐震補強工事をしていきたいというふうに

考えます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 そこで、この耐震補強工事がどのぐらいかかるのか、あるいは子供たちが勉

強することに、この工事をやることによる、やっている間の支障が出るのか、その辺具

体的に今示されていませんけれども、言ってみれば危険な校舎ということでしょう。耐

震補強工事、危険でなかったら耐震補強工事なんかする必要ないんだから、こんなべら

ぼうなお金使って、そうでしょう。ですから、これだけの補強工事をしなければならな

い校舎が、やった後は安心して授業ができるかもしれないけれども、終わるまでは安心

できる校舎ではないということなんですよ。そうでしょう。それでないと、何もこんな

耐震補強工事なんてする必要ないんだから、そのために万が一、その工事がどういうふ

うにやられるから大丈夫なんだと、方法はどういうふうになるのか。外側を固めていく

のか、中に何かをするのか、工事をやっている間に子供たちに危険が及ばないような対

策はどういうふうにとるのか、そういうものもきちんと説明していただかなければ、使

いながらやるという方向だと思いますから、この辺を詳しく説明していただかなければ

困ると。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●管理課長（須佐課長） 今回、補正に盛らせていただきましたのは、現在、実は耐震診

、 。断を７月の補正予算のときに決定いただきまして 診断を実施している状況であります

診断結果が、この後、提出されてきます。それを待って、財源対策をした場合に、工事

に支障が来す恐れがあるということで、今回、交付決定、既に補助金の交付金の交付決

定も来ていますし、起債の対応等もありますので、事業費をおおむね予算計上させてい

ただきました。

、 、 、これからの補強工事のスケジュールといたしましては 現在 前段言いましたとおり

耐震診断をやっていただいている最中でありまして、10月には耐震の判定委員会のほう

に、それらの診断結果を持ち込みまして、判定委員会の審査を受けることになっており

ます。その審査に基づきまして、この後、耐震の初めて工事の設計にかかっていくとい

うことになります。その設計に当たりまして、今、委員言われましたとおり、学校を使

いながら工事をしていくという計画でおりますので、どういった設計をしてくるか、ど

ういった工法を選択してくるかということが出てきます。その耐震設計が上がった段階

で、改めて耐震改修工事に当たる診断をまた受けることになります。その診断を判定委

員会で受けた後に、今度は今回補正に組んでおります交付金の交付申請が始まり、事業

にかかっていくという段取りになっておりますので、そういった耐震設計を行っていく
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段階においては、今、言われましたとおり、学校を使いながら工事を進めるということ

でありますから、慎重の上にも慎重を期して設計をしていただくということは、こちら

から伝えたいというふうに考えていただきたいということを申し述べたいと思っており

ます。

以上であります。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 済みません。もう一度、それじゃタイムスケジュール、今、診断やっていま

すよね。それから、判定委員会だとか、それに基づいてまた診断をやって、それから設

計をして、お金の工面をして、工事にかかっていくというふうになっていくみたいなん

ですけれども、今、描いているスケジュールちょっと教えていただきたいんですが。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時15分休憩

午後４時21分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

管理課長。

●管理課長（須佐課長） ただいまお配りさせていただきました資料に基づきまして説明

をさせていただきます。

前段、先ほどの説明の中で、厚岸中学校の校舎の耐震というふうに説明しましたが、

厚岸中学校の場合、校舎も屋体も含めて耐震を図るということで、大変不十分でござい

ましたので、訂正させていただきます。

資料を見ていただきたいと思いますが、７月から耐震診断業務委託しておりますが、

今回、これは11月末までの工期で診断業務を委託しております。その業務につきまして

は、７、８、９に書いている耐震診断と合わせまして、10月のところに書いてあります

診断判定委員会の判定を受けるまで、受けるところまでの業務を委託しているところで

ございます。現在、11月の末をめどに、この判定委員会の判定が出てくることになって

おります。そういう形で業務が進められております。

これが判定をいただきました後に、改めて耐震設計の業務委託をいたしまして、先ほ

ども説明させていただきましたが、校舎を使いながら、学校を使いながら、授業しなが

ら耐震の補強工事をやっていくための具体的な、工事の設計業務に当たっていただくこ

とになります。その設計が終わったと同時に、また改めて耐震の改修判定委員会、こち

らの工事に対する判定もしていただくことになっておりまして、これらがすべて終了し

て初めて２月になると思いますが、道のヒアリングを受けて交付金の交付申請というこ

とで、今年度、安全・安心に係る学校づくり交付金、今回が有利な補助率を適用してお
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りましたので、今年度応募した、こういった交付申請を行いまして、まず、交付決定を

受けたというところであります。その後、繰越明許で今回上げておりますが、３月に入

札、議会の議決をいただきまして、工事は４月に着工という形になっていくスケジュー

ルを今描いているところであります。

よろしくお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 １月のところにある耐震改修判定委員会の決定が、結果的にはスケジュール

云々かなと。校舎を使うか使えないかというのも、このあたりが一つの基準、この判定

が基準になるのかなというふうに思うんですけれども、校舎を使いながらできるという

判断は、この資料で見ますと、その判断をくだすことができるのか。使っていたからい

いわということなのか、それとも当面使えますよという判断は、だれがどのようにする

のか、それもちょっと。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ここで言う判定委員会の例えば、二つ目の１月の部分につきま

しては、耐震診断で判定されると。それに対して、それが例えば1.6なり2.0なりという

基準を下回る数字が出ます。それに対して、今回の設計がそれをちゃんとクリアできる

かということを判定するということです。工法につきましては、全国各所で学校使いな

がら耐震補強をするという工事は行われておりますので、その技術的な問題という部分

については、ここで判断するとかということではないと思います。ただ、耐震診断の結

、 、果を受けて どういう補強の仕方が最善であるかというのをもちろん設計の中に生かし

それに対して判定を下されると、その工事でちゃんとした耐震が確保されるかどうかの

判定が１月に行われるというふうに考えています。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 厚岸小学校は、今、完全に使えないようにしているわけでしょう。そういう

判定結果が出ているということに基づいて、だけれども、厚岸中学校は利用しながら工

事を進めていくと、危険だからもう使わないようにしているわけでしょう。危険でない

のに、工事まだ全然かかってもいないのに、早々と４月１日から使えなくしているわけ

でしょう。厚岸小学校は。ところが、厚岸中学校の場合は、使いながらやるからという

ことで、一切そういうことはしないで工事をやろうとしているわけでしょう。その違い

というのは何なんですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時27分休憩
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午後４時27分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

教育長。

●教育長（富澤教育長） ですから、最初のときにお話ししましたけれども、あくまでも

空き教室がある中で耐震補強工事を必要という中で、厚岸小学校の場合については使わ

ないでできる態勢がとれるという中でとらせていただいたと。でも、そのときにも既に

お話いたしましたけれども、ほかの学校が対象となった場合については、利用した中で

耐震補強工事を行うことが想定されますということはお話ししましたし、僕たちは外に

出なければ非常に危険であれだというふうな認識というのは、いわゆる震度６強なり何

なりという大きな地震があったときに、危険性があるというのが今回の耐震診断ですか

ら、そういう意味で言えば、道内ほかのかなりの20何％以上の学校がそういう状況にあ

るというのは、もちろん皆さんご存じのとおりだと思うんですよね。

ですから、この工事をやることによって危険度が増すということは、もちろんないと

いうふうに考えておりますし、そういう意味で言うと、ほかの学校も同じようにやって

いる、しかも今入っているのと同じ危険度だと思うんですよ。今も。そういう意味で言

うと、その工事をやることによって危険度が増すということではないし、もちろんその

点については例えば音が出る、振動が出るというような工法については、例えば夏休み

にやるとかいろいろなふうな部分については、設計の段階で協議してまいりたいと思い

ますし、できるだけ中学校の運営に支障来さないような形で、できるだけ進めてまいり

たいというふうに考えております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 教育長の言わんとすることはわかるわけ。だけれども、片方は大げさに４月

１日からバリアして一切行けなくしてしまうと、ところがこの予算が出てきたのは今回

なわけでしょう。半年もたってからようやく予算が出てくる。片方は大げさにやってお

きながら、片方はようやく今回そういう見解を出して予算を出してくるということで、

私は、余りあおるということはしたくはありませんけれども、片方やっておけば、片方

は大丈夫なのかということが、同じ重なる父母の方がたくさんいるわけですから、どう

なんだということにだってなりかねないのではないのかなというふうに思うんですよ。

その辺はもう少し、厚岸小学校がかかるときには慎重にやったほうがよかったんではな

いのかなと、私は思うんですよね。だから、教育長は教育長の見解があるかもしれない

けれども、それは、私はとやかく言いません。

それで、今回この工事なんですけれども、この工程からいくと、最終的にはいつ終わ

るんですか。工事のめどみたいのは、これに書かれていませんけれども。着手は４月と

いうことになっていますけれども。
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●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） お答えいたします。

委員、先ほど厚岸小学校の件おっしゃいましたけれども、ただ、厚岸中学校の耐震の

度合いがまだ出てないんですよ。ですから、例えば、どの位置が弱い、例えば縦が弱い

とか横が弱いとかというのは、厚岸小学校のときも出てきましたけれども、この位置が

弱いとか、あの位置が弱いというものが出た中で、当然、クロスを何本入れるとか、い

ろいろな工法がありますので、どの工法を選ぶのが適切であるというのは、これは診断

結果出た中で、設計事務所と町側が協議をしてやっていく問題ですから、今段階でどの

ような工法で、いつまでということについては、私たちは今年度の繰り越しの予算を持

って22年度に実施したいという、するという以上には、今の段階では期限を切るのは非

常に難しいというふうに判断しております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

１番音喜多委員。

、 、 。●音喜多委員 私が聞きたかったことは 今 この工程表と説明の中で重々わかりました

特に、繰越明許費に係っているもんですから、どの程度までいくのかなということがち

ょっと基準になっていたもんですから、そのことを聞きたかったんですけれども、結果

的にはこれ１月の判定が出なければ、どういう工法でどれだけかかるかということが出

てこないということですから、まさしく繰越明許費になっちゃうなというふうにわかり

ましたので、結構です。

●委員長（竹田委員） 答弁はよろしいですね。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、42ページ。

５項社会教育費、１目社会教育総務費。２目生涯学習推進費。３目公民館運営費。４

目文化財保護費。

ございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、44ページ。

６項保健体育費、２目社会体育費。３目温水プール運営費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 以上で、歳出を終わります。

次に、第２条、繰越明許費。

４ページをお開きください。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、３条、債務負担行為の補正。

５ページをお開きください。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、第４条、地方債の補正。

６ページをお開きください。

総体的にございませんか。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ここでちょっと確認しておきたいんですが、昨年度末に出た地域活性化生活

対策臨時交付金と今年度の地域活性化経済危機対策臨時交付金、合わせると５億2,000万

円ぐらいでしたかね。いいんです。５億ちょっとだと思います。これについての事業枠

については、今回の予算を持って大体すべて張りつけが終わったというふうに考えてよ

ろしいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お配りしてある資料のとおり、いわゆる経済危機対策分300万

円が、まだ、予算計上されていないところでございます。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議あり 討論あり」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 討論がありますので、これより討論を行います。

初めに、原案に反対者の発言を許します。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 私は、議案第60号に反対の立場から討論を行うものであります。

心情におきましては賛成したいんだけれども、どうしてもできかねるというのが本音

であります。今回の予算で地域活性化何々臨時交付金という、２本のもの合わせて５億

何がしのほとんどの事業の張りつけが終わりました。これを見ていきますと、大変言葉

は悪いんだけれども、営繕と備品購入に終始しているという気がしてなりません。

一般質問の際の副町長のご答弁の中でも、ただし営繕というものについては補助金も

ないと、だからこういうときでなければできないという事情もわかってくれというご答

弁ありました。私もそれはよくわかります。ただ、出すから営繕が悪いとか備品購入が

悪いというんじゃないんです。全部がそれに偏っているというのが、やっぱりおかしい

んじゃないかというふうに思います。

また、今回の補正予算での目玉は、戸籍の電算化7,600万円の予算でしょう。こういう

ものが優先されて、私、一般質問のときにもちょっとお聞きしましたが、例えば産業振

興、漁業や農業やあるいは林業の中のキノコについてもちょっと言いましたけれども、

こういうものをもっと膨らませていくために、今、こういう手を打とうというようなも

のが、この臨時交付金を利用して行うというものがない。

また、広い意味での福祉生活支援でありますが、例えば、今、非常に不況の中で苦し

んでいる町民が多い、そういう中で例えば、一例を挙げればといって申し上げました。

お釈迦さんの切り捨てというような問題があって、４月以降大変困っている人に手を差

し伸べるというようなことがないのか、これもなかった、あるいは就労支援というもの

が単に例えば、何カ月かの町が雇うというような形ではなく、一つの資格取得を行うた

めの支援を行うというようなことも考えられないのかということも提言しましたが、そ

れもなかった。というふうに、幾つか短い時間の中では私が思いついたものを言っても

ありません。

そういう中で、片一方では確かに事務の効率化も進みますし、いろいろなメリットも

あります。よくわかります。それ自身をとればいいことだというのはわかるんです。た

だ、今回いろいろ上げた中で、非常に大きな事業ですからあえて申し上げるが、戸籍の

電算化に7,600万円かけるのならば、先にもっとこういうことをやってほしいというよう

な町民の声がないだろうか、私は今回の補正予算をもって町民に説得する自信がござい

ません。
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したがいまして、私は非常に悲痛な思いで、この補正予算には反対せざるを得ないわ

けであります。

以上です。

●委員長（竹田委員） 次に、原案に賛成の発言を許します。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で討論を終わります。

これより、起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案に、賛成の委員の起立を求めます。

（起立者多数）

●委員長（竹田委員） 起立多数であります。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第61号平成21年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書お開き願います。

（な し）

●委員長（竹田委員） ４ページ、歳入から進めます。

ここで皆さんにお聞きしたいんですが、相談があります。

今、款項目で進めてきてまいりましたけれども、61号からの……。

休憩させていただきます。

午後４時42分休憩

午後４時43分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

進め方は、款により進めさせていただきます。

４ページ、４款国庫支出金。

ございませんか。

１番音喜多委員。

●音喜多委員 介護従事者、ことしの春というか、処遇改善でもって介護保険料も上がっ

てはいるんですが、公的なところというか、今回２目でもって出ていますが、担当部門

として、民間、社協含めてこの辺のところはどういうふうな情報を得ているというか、
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当初からこういうふうに従業員あてに交付されるのならいいんですが、いわゆる個人に

渡らないで介護施設だとか、あるいは経営者のほうに埋もれてしまうのではないかとい

う懸念、前、言われてましたね。そのことが全国的に見て、ホームページ等なんかで見

ると、やっぱりそういう傾向があると。これは当初から、こういう官庁関係というか、

役所的なところはきちっとそういう対応はできるだろうと思うんですが、個人経営にあ

っては、そのことが当初の目的どおりに、ねらいどおりにいっているのかどうかという

ことが私どもは懸念するわけですわね。

そういったことでは、監督というか、町のほうとしては、そのことは全然関知する余

地はないのか、情報を得る方法はないのか、その辺はいかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 特別会計では、直接、関係のない部分になるんですが、科

目の用語として、介護従事者の処遇改善のご質問でございますので、私のほうから答弁

させていただきますが、ご承知のように、４月から介護従事者の処遇改善分の介護報酬

の引き上げ、平均で３％ということでスタートをいたしました。それで、この３％分に

つきましては、自動的に条件が満たせば、それぞれの事業所の請求分として上乗せをし

て請求をするということでございますので、今、委員おっしゃられますように、これま

で２度の介護報酬の引き下げという環境の中で、厳しい事業運営を余儀なくされている

事業者の立場から言うと、この３％が果たして従事者の処遇改善につながるのかどうか

という心配が早くからされておりました。

その分につきましては、町が直接介入をして状況を見るというものではございません

で、国が審査をする委員会というものを別に設けて、その中で具体的な検証をしていく

ことになっておりますので、私どもはその情報収集も含めて、特に町内の事業者の状況

がどうなっていくのかというようなことは、関心の深い部分でございまして、私どもも

情報収集に努めてまいりたいというふうに思っております。

、 。それからもう一つは 直接的に処遇改善のための交付金というものが別にございます

、 、これは事業所が 私のところはこういう処遇改善をいたしますという届け出をした上で

月額１万円とかという処遇改善の計画をつくって、北海道のほうに届け出をし、その計

画に基づいて交付がされるという制度もございます。こちらのほうは、やった結果とし

てどうだったのかという報告も求められる部分でございまして、こちらもまだスタート

をしておりません。10月以降、届け出がされ、具体的に進んでいくということになって

おりますので、その分につきましても私ども直接事業者のほうに介入ができるという立

場でございませんので、処遇改善の状況についてどういう結果になっていくのかという

ことについては、強い関心を持っているところでございます。

委員ご承知のように、厳しい労働条件でありながら、なかなかそのことが従業員の処

遇につながっていないという実態の中で、定着性も悪いという実態も全国的には言われ

ております。私どもも、地域の介護サービス事業者の実態そのものとして、必要な人的

確保ができないとなりますと、これは町全体の介護サービスに影響が出るわけでありま

して、そういう意味で大きな関心を持ちながら、推移を見守っていきたいなというふう
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に思っております。

●委員長（竹田委員） １番音喜多委員。

。 、 、●音喜多委員 状況はわかりました 町内には 直営の心和園という施設がありますので

そこが町内のモデルというか、模範となるかなという思いはしているんですが、今後、

今、これからということですので、そういったことではよく見ていきたいなというふう

に感じています。また、再度、時期見てお尋ねすることがあるかと思いますが、ぜひそ

の辺よろしくお願い申し上げて、終わらせます。今回はこれでいいです。

●委員長（竹田委員） 答弁はいいんですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、５款療養給付費等交付金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 11款繰越金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入をこれで終わります。

休憩します。

午後４時50分休憩

午後４時51分再開

●委員長（竹田委員） 委員会を再開します。

６ページ、歳出から入ります。

歳出に入ります。

１款総務費。ございませんか。８ページ。２款保険給付費。ございませんか。10ペー

ジ ６款介護納付金 ございませんか 12ページ ８款保険事業費 ございませんか 14。 。 。 。 。 。
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ページ。９款諸支出金。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ございません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第62号平成21年度厚岸町簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

進め方は、款により進めます。

５款繰入金。ございませんか。６款諸収入。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

６ページから進めます。

２款水道費。ございませんか。

10番谷口委員。

●谷口委員 前にも聞いたかな、これちょっとわからないので教えてください。

太田６番道路、ゼロ円なんですけれども、何でこれが簡水の予算に出てくるのか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

、 、 、太田は 現在 18年度から農水地区から簡易水道区域に変更になってございますので

こちらの会計で （ 太田のどの部分を言うのですか」の声あり）個人名を言ってもよろ、「
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しいですか （ 例えばどのあたりの線とか、６番道路だけ、これ……簡水区域……」の。「

声あり）現在は、太田も大別もすべて簡易水道区域でございます。たしか18年度でその

ようになったと記憶しております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 歳出、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決べきものと決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決べきものと決定いたしました。

次に、議案第63号平成21年度厚岸町老人保健特別会計補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。進め方は、款により進めます。

１款支払基金交付金。ございませんか。２款国庫支出金。ございませんか。３款道支

出金。ございませんか。５款繰越金。ございませんか。６款諸収入。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

歳出に入ります。

６ページ。２款医療諸費。ございませんか。なければ、８ページ。３款諸支出金。ご

ざいませんか。

なければ、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）
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●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決べきものと決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第64号平成21年度厚岸町介護保険特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。進め方は、款により進めます。

４ページ。歳入。８款繰越金。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で、歳入を終わります。

。 。 。 。 。歳出に入ります ６ページ ５款介護給付費準備基金費 ございませんか ８ページ

７款諸支出金。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決べきものと決定いたしました。

次に、議案第65号平成21年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算を議題としま

す。

第１条の歳入歳出の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。進め方は、款により進めます。

８款繰入金。ございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。６ページ。１款サービス事業費。

10番谷口委員。

●谷口委員 包括的支援15万8,000円ということになっていますけれども、これに関連して

ちょっとお尋ねしたいんですが、包括支援この事業、包括的支援となっていますけれど

も、介護予防支援事業だと思うんですが、この事業の主な内容、それからかかわってい

る人員の数、それから支援事業を受けている対象者数、ちょっと教えてください。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 介護サービス事業特別会計で持っております包括的支援事

業ということで、職員数でございますが、特会で持っております職員の分は１名分でご

ざいます。それから、そのほかに地域包括支援センターでは、全体で３名の人員配置が

ございます。介護保険事業のほうで２名分の人件費の計上というものが、当初予算の中

でしております。ですから、３名の職員体制で包括事業を展開をしているということで

ございます。

事業メニューのほうでございますが、包括支援事業でかかわります部分が、認知症の

度合いが進んでいて、自分で金銭管理等が不十分になってきている方等の生活管理指導

員派遣事業というものがございます。

それから、介護になることを予防していくための元気な高齢者の事業というものが、

元気生き生き教室という形で進められておりますが、こうした事業も包括支援という意

味では、この中に含まれてまいります。

それから、今、申し上げました要介護・要支援の一歩手前の方々、いわゆる私ども専

門用語では特定高齢者という言い方をしておりますが、要支援、あるいは要介護になる

危険度のリスクの高い高齢者の方々への支援事業というものも、介護予防施策として展

開をしているところであります。

それから、任意的な事業としまして、家族介護者の交流事業でありますとか、それか

ら要介護者の介護用品の給付事業等もこの中で実施をしております。

それから、委員おっしゃっている包括支援の対象者というお話でございますが、要支

援で１、２の方々は、地域包括支援センターが具体的なプランを作成をして、日常生活

の支援をしていくという対応になっておりまして、対象者、固定的ではありませんが、

月によって変わってまいりますが、四十四、五名の方々が要支援１、２の方々でありま

して、主に通所リハビリのサービス事業でありますとか、デイサービスを利用される中

で、日常生活の支援プランのサービスを受けているという中身でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。
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●谷口委員 地域包括支援センターの仕事の中の要支援の方々が、結果的には介護サービ

ス、通所だとかリハビリだとかのサービスを受けられる人、あるいは介護認定によって

は、何のサービスも受けていない人もいるはずですよね。そうすると、受けている人、

受けていない人を合わせて、全部合わせて大体月44名から45名と、この人たちにかかわ

る状況把握なんかを進めている人は何人ですか。

（ 済みません。もう一度お願いできませんか 」の声あり）「 。

●谷口委員 要支援１、２の方々が、大体44名から45名いるという説明でしたよね。この

人たちにかかわって、サービス事業のプランだとか、あるいは健康状況だとかいろいろ

なことを、一定期間でやっぱり調査をしていかなければなりませんよね。そういうプラ

ンつくるのと、調査するのと、そういうことにかかわっている人は現在何人いるのです

かということ。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ちょっとわかりにくいかもしれませんが、包括支援センター

が要支援１、２でかかわらせていただいている高齢者が四十四、五人いるというのは、

その数字です。生活状況の調査でありますとか、１度認定を受けた方々の３カ月ごとの

プランの見直し等の作業自体は、これは包括支援センターが全部まとめてやっていると

いう形でありませんで、要介護認定調査、初回の方が認定調査の結果、結果的に要介護

ではなくて要支援のレベルで認定がされましたという方々については、包括支援センタ

ーが専らプランづくりから生活支援にかかわっていくという形でございます。認定調査

の結果、要支援１、２の方々については、先ほど申し上げました包括支援センター３名

の職員体制の中で、調査や支援というかかわり方をしていくという流れになります。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 今、３名の方で仕事をやられていると。それで結果的に要支援１、２という

ところに介護の認定が行われると、ある意味一番うまみのないところといいますか、本

来であれば他の事業所でもそれにかかわってプラン等の作成ができるけれども、結果的

にそれをやることによって経営を圧迫する。そういうようなことから他の事業所では、

なるべくこちらを扱わないようにしているというような話を聞くんですけれども、結果

的にそれを町の包括支援センターがするということになると、支援センターの仕事が非

常に多くなって、それに従事している職員の仕事を大きく圧迫してしまっているのでは

ないのかなというふうに思うんですよね。

それと、一つは非常に今多くのお年寄りの方々が、介護保険の認定基準等の変更等も

あって、サービスを受けたくても受けれなくてランクを下げられてしまって、こちらに

回ってくるというようなことになっている人もたくさんいるようにも聞いているんです



- 80 -

けれども、前には老々介護なんていう言葉が一時随分はやりましたけれども、このごろ

は認々介護って、認知症の人が認知症の人を介護しなければならないというようなこと

まで進んできているということになると、明日からまたちょっと変わるそうですけれど

も、その辺も含めて改善されていくのかどうなのか。あるいは担当されている職員の方

々の仕事が、非常にきつくなっているのを幾らかでも改善する方向に持っていくような

ことができるのかどうなのか、その辺についてはどういうふうに考えているんでしょう

か。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 委員おっしゃられますように、介護度によって１カ月に使

える介護サービス自体が、介護度が低い方ほど安いという意味では、うまみのない利用

者なのかというお話では、民間事業者から見ますと、そういう表現も当てはまらないわ

けではない。ただ、民間の事業者は、サービスが多く使えないので要支援１、２の方を

みないということではございません。要支援の方々については、地域包括支援センター

、 、が全部受けて そのプランづくりから生活支援にかかわるということでございますので

民間の事業所の方々をプランづくりから支援からというところまでお願いするというこ

とではありません。

ただ、現実的に訪問介護の利用とかというものも出てまいりますので、居宅訪問事業

所、いわゆるペルパーを派遣する側とすれば、月間で利用できる報酬そのものが低いと

、 、いう意味では おっしゃられるような部分もなきにしもあらずということでありますが

これは介護報酬がもらえるもらえないということではなくて、個々の高齢者の状態に合

わせた介護サービスを提供するという責任のもとに、各事業所動いておりますので、お

っしゃられるような部分については、ないのかなというふうに思っております。そうい

う意味で、民間事業者が毛嫌いをして全部包括支援センターに集まってきて、包括支援

センターが大変かということではございません。先ほど、44から45と数字申し上げまし

たが、急激な減少でありますとか増加でありますとかということもこの間ございません

ので、そういう意味では、まだ包括支援センターがかかわっていける範囲かなというふ

うに思っております。

それから、認定調査の結果、認定が低くて、あるいは非該当という形でサービスが受

けられない方が出ているというお話でございましたが、おっしゃられるように、４月１

日の介護認定調査のマニュアルの中では、実際に介護認定調査に入る調査員も含めて、

いろいろな問題提起がされました。国レベルでも意図的に介護度を下げるという国の意

思が、そこにあるのではないかというようなことがありまして、そうではないシステム

ということで、既に介護認定を受けていらっしゃる方が更新される場合に、認定結果が

前よりも下がったという場合には、申請された方が自分の意思としてもとに戻す、ある

いは新しい認定どおりでいいというような意思表示ができるという形が、９月末まで実

施がされました。

それでおっしゃられるように、あすから新しい改訂版の介護認定調査というのが始ま

ってまいります。10月１日以降の申請のあり方については、従来の経過措置そのものは



- 81 -

適用しないということになりましたので、この間、やってきました介護認定調査員の調

査結果、それから調査員が調査用紙に書ききれない、区別することができない特別な事

情、いわゆる利用者の方がきょう調査に入ったときにはこれができたんだけれども、日

常的にはそのことがうまくできていない等の特別な事項を記載をするというようなこと

の書類の結果、１次判定というものが出てまいります。介護認定調査会の中で、そうい

った１次判定の結果を見ながら、調査員の添えられた意見、それからかかりつけ医が出

してきます医師の意見書というものを総合的に判断をしながら、２次判定をしていく。

この作業自体は、従来もそうですし、10月１日以降も変わりません。

ただ、この間、経過措置がありましただけに、審査委員会としては、私どもはこうい

う判定をするのだけれども、最終的にご本人の意思で軽度に入れたものについてはもと

に戻る、あるいは軽く出たんですけれども、このままでいいとか、そういうやりきれな

い思いの審査をやってきたというのが事実でありますが、あす以降はそういうものはな

くなる。なくなるのは、もとに戻るのかといいますと、そうではありませんで、認定調

査の項目、例えば片足でどの程度立っている姿勢を保てるのかというようなことも、従

来は１分程度というものが時間的に言うと、５分間というような長いスパンで見ること

によって、そのことが４月の改定分よりはきちんと現実に合った認定調査ができるよう

な見直しがされましたので、ご心配されるような部分については、どの程度反映される

のかという部分は、まだ進んでいかないとわかりませんが、４月以降の評判の悪かった

結果では出てこないというふうに私ども思っておりますし、結果がどういうふうに出る

、 。のかというのは これからの数字として確かめていきたいというふうに思っております

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） １款サービス事業費。

ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。
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お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

、 。次に 議案第66号平成21年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算を議題とします

第１条の歳入歳出の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。進め方は、款により進めます。

３款繰入金。ございませんか。５款諸収入。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳入を終わります。

歳出に入ります。

６ページ。１款総務費。

10番谷口委員。

●谷口委員 課税収納がありますので、ちょっとお尋ねいたします。

来年の３月予算で、これの新たな予算があるかないかはわかりませんけれども、収納

状況なんですけれども、厚岸町の対象者の収納状況がどうなっているのか、短期保険証

だとか資格証明書の発行が町内ではあるのかないのか、ちょっとお尋ねをいたします。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） お答えいたします。

後期高齢者医療保険の関係の収納率でございますが、20年度、厚岸町におけます収納

率98.91％ということになってございます。

それと、短期保険証の発行でございますが、厚岸町におきましては12名の方の短期証

の発行がなされてございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 非常に発足当時から、発足当時というか、この保険が始まるときから年寄り

、 、 、を 年寄りというか 年齢で区別をするというようなことで非常に大きな問題になって

結果的には当時の福田政権が長寿保険制度なんていう名前に変えたんですよ。厚岸町で

は長寿という場合は、祝い金制度というのがありますけれども、国は保険制度というの

をつくって、お年寄りを別な保険に押し込んでしまったというようなことで、これが非

常に大きな怒りになってきていて、今回の選挙にも大いにこれが反映されたのかなとい
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うふうに思うんですけれども、結果的にこの制度が始まってきて、厚岸町で12件の短期

保険証が発行されているということなんですけれども、これは全道的に見ると、パーセ

ントで言うと、非常に高い率に入っている自治体の一つではないのかなというふうに思

うんですよね。

あの夕張だとか、今、非常に大変だ大変だと言っているところより、厚岸町の発行さ

れている短期保険証の率が非常に高いんですよ。札幌市だってこんなに高くないんです

よ。物すごいたくさん人がいるのに、どうして厚岸町がこういう状況になってしまって

いるのかということをちょっとお尋ねしたいんですが。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 質問者がおっしゃるとおり、厚岸町、この規模で12名という

のは、同じようなところがないわけではありませんけれども、やはり高い部類だという

ふうに考えてございます。ただ、どうして率が高いのかということの分析につきまして

は、正直言いまして私どものほうではまだできておりません。これは、特徴は外れます

ので、恐らく普通徴収の中での滞納が、12件の短期保険証の交付ということに結びつい

ているのだろうというふうに思いますが、残念ながら確たる原因をつかんでございませ

ん。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

、 、●谷口委員 管内的に見たら突出しているんですよね どこか遠くの町に行くとある意味

厚岸町よりもっとひどいところもあるのですけれども、この管内を見ると、厚岸町は突

出して高いんですよ。そうすると、なぜこうなってしまっているのかということを、実

態をきちんと調査していただく必要があるのではないのかなと。老人世帯だけでこうな

のか、あるいは国保と絡めてこうなのか、そのあたりも含めてきちんと調査をしていた

だかなければならないのではないのかなというふうに思うんですけれども、近々どうな

るかはわかりませんけれども、お年寄りの方々が今は短期証だけれども、そのうちに資

格証明書になってしまうよというようなことになって、80年、90年してから保険証を取

り上げられるなんてことにする制度というのは、やっぱり変だと思うんですよ。

ですから、そのあたりをきちんと調査して、その対応をしていただきたいと。特に、

これからインフルエンザ等の流行期にもなりますから、そのあたりではきちんとした対

応をしていただきたいというふうにお願いするんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 確かに管内的にも、次に位置するのは他町村では８人が２町

ほどある中で12名ということですから、確かに突出しているというふうには思います。

当然、調査ということが考えられるわけですけれども、短期証というのはあくまで納付

相談を受ける機会を増やすということが主目的でございますので、当然、これから短期
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証発行者の方との納付相談する中で、どういう状況なのかということがつかめてくるだ

ろうというふうに思います。

ご質問者、ご心配されている資格証明書までいかないような取り扱いをするべく、私

どもも日常努力しているつもりでございますので、その姿勢でこの調査を含めて進めて

いきたいというふうに考えてございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 歳出、その他ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、歳出を終わります。

総体的にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、各会計補正予算審査特別委員会に付託された補正予算７件の審査は全部終了

しました。

よって、平成21年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後５時30分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２１年９月３０日

平成21年度各会計補正予算審査特別委員会
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委員長


